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（２）交通事故発生状況 

１）全国、東京都内の事故発生状況 

分類

年 27 28 29 30 1 27 28 29 30 1

事故件数
（件）

536,899 499,201 472,165 430,601 381,237 34,274 32,412 32,763 32,590 30,467

指　　数 100.0 93.0 87.9 80.2 71.0 100.0 94.6 95.6 95.1 88.9

死者数
（人）

4,117 3,904 3,694 3,532 3,215 161 159 164 143 133

指　　数 100.0 94.8 89.7 85.8 78.1 100.0 98.8 101.9 88.8 82.6

負傷者数
（人）

666,023 618,853 580,847 525,846 461,775 39,931 37,828 37,994 37,443 34,777

指　　数 100.0 92.9 87.2 79.0 69.3 100.0 94.7 95.1 93.8 87.1

全国 東京都内

 

※指数は平成 27 年を 100 とした場合の数値。 

 

２）大田区内の事故発生状況 

2,558 2,305 2,044 1,716 1,528 1,470 1,279 1,348 1,445 1,332

100.0 90.1 79.9 67.1 59.7 57.5 50.0 52.7 56.5 52.1

10 13 14 13 5 11 11 3 10 7

100.0 130.0 140.0 130.0 50.0 110.0 110.0 30.0 100.0 70.0

重傷者数(人) 30 31 15 19 12 10 11 37 56 59

軽傷者数(人) 2,818 2,497 2,254 1,884 1,687 1,664 1,472 1,469 1,572 1,420

合　計（人） 2,848 2,528 2,269 1,903 1,699 1,674 1,483 1,506 1,628 1,479

100.0 88.8 79.7 66.8 59.7 58.8 52.1 52.9 57.2 51.9

指 数

負
傷
者

指 数

29 30 1

事故件数(件)

指 数

死者数(人)

　　　　　　　　　年
項目 22 23 24 25 26 27 28

 
※指数は平成 22 年を 100 とした場合の数値。 

 

○指数グラフ 
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 ３）大田区内における死亡事故 

① 年齢別 (単位：人) 

男 2 1 1 1 1 6

女 4 4

計 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 5 10

男 1 2 3 6

女 1 1

計 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 3 7

増 減 数 0 0 0 0 0 -1 0 -1 1 -1 1 -2 -3

1

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代年
　        年

齢層 幼児 小学生 中学生 高校生
65～

69歳

70歳

以上
合計

30

50歳代
60～

64歳

 

 

② 死亡事故の原因 

全死亡事故 ７件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ● 死亡者 

 

 ４）大田区内における自転車事故 

45.91 612 3 22 557 582

36.6

30 600 4 23 536 563 41.5

29 494 0 12 455 467

34.2

28 459 5 4 435 444 35.9

27 503 0 5 483 488

　　　　項目

 年
事故件数
（件）

死傷者数（人） 自転車の事故
関与率（％）死者数 重傷者数 軽傷者数 合計

 

1

2

3

4

5

6

7

発生場所

●歩行者 大型貨物 大森北6-26　環七通り

当事者

●自転車 普通乗用 京浜島3-1　東京湾環状線

●歩行者 普通乗用 大森西2-19　東邦医大通り

●歩行者 普通貨物 中央6-25　区道

●中型貨物

●自転車 物件等 上池台2-7　区道

中型貨物 蒲田本町2-3　環八通り

●自転車 軽貨物 久が原1-37　区道
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（３）交通環境 

１）区境の交通量（台） 

注）令和元年 11 月 6 日（水）午前 7 時～翌午前 7 時（24 時間）調査。車道通行自転車を除く全車

種。 

流出  19,681  6,016  20,451  20,613  15,580  41,968  流出 

(下り)                    (下り) 

                           

   

中
原
街
道 

 

池
上
通
り 

 

第
二
京
浜
国
道 

 

第
一
京
浜
国
道 

  

産
業
道
路 

 首
都
高
速
１
号
羽
田
線 

    

多摩川 

 
丸
子
橋 

ガ
ス
橋 

多
摩
川
大
橋 

六
郷
橋 

大
師
橋 

高
速
大
師
橋 

東京湾 

            

                           

流入                    流入 

(上り)  20,034  6,704  21,932  20,172  16,663  41,859  (上り) 

 

２）主要交差点交通量（台数） 

調査 

    地点 

年月日 

田園調布

警察前 
大森東 南蒲田 松原橋 大鳥居 南千束 

東矢口  

二丁目 

（環八通り （環七通り （環八通り （環七通り （環八通り （環七通り （環八通り 

×中原街道） ×第一京浜） ×第一京浜） ×第二京浜） ×産業道路） ×中原街道） ×第二京浜） 

平成27年 

10月20日 

52,415 74,960 46,622 68,323 39,982 66,728 57,095 

3,978 6,246 4,357 4,925 2,387 5,380 4,389 

4,505 5,010 11,120 3,646 6,875 3,824 3,767 

平成28年 

10月20日 

50,623 73,552 47,144 65,266 37,625 63,077 53,935 

3,572 6,207 4,005 4,911 2,050 4,470 4,061 

3,601 4,846 10,317 3,150 5,767 3,019 2,911 

平成29年 

10月31日 

50,270 75,506 45,280 64,464 40,415 63,625 57,707 

3,267 6,293 3,902 4,667 2,207 5,167 4,452 

2,792 5,048 9,327 2,404 4,916 3,783 3,506 

平成30年 

10月23日 

48,928 72,576 47,074 64,194 36,454 63,057 56,076 

3,084 5,329 3,465 4,255 1,826 4,036 3,610 

2,715 4,955 9,624 2,172 5,077 3,194 2,488 

令和元年 

 11月12日 

48,575 71,325 45,771 61,769 38,094 61,996 55,175 

3,582 5,774 4,087 4,567 2,130 4,396 3,912 

4,103 5,619 10,282 3,557 5,138 3,060 3,266 

上段…四輪車計  中段…二輪車  下段…自転車    
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２ 自転車等利用総合基本計画 
 

(１)大田区自転車等駐車対策協議会 

   平成 21 年７月、自転車利用に関するあらゆる問題を協議し、総合的な方策を検討す

るために設置した。各関係機関・団体等から構成されており、自転車利用施策の推進

を目的として、令和元年度は２回開催した。 

 

(２)大田区自転車等利用総合基本計画 

自転車等駐車対策協議会からの答申を受け、平成 23 年３月に 10 か年計画（平成 23

年度～令和２年度）を策定した。自転車利用促進上の課題を明確にし、自転車等駐車

対策（とめる）、自転車走行環境の整備（はしる）、自転車のルール・マナーの啓発

（まもる）を３本柱とする施策を掲げている。 

 

(３)大田区自転車等利用総合基本計画に基づく整備計画 

総合基本計画における３つの施策を具体化する整備計画を策定している。自転車等

駐車対策（とめる）では、自転車等駐車場の整備促進、区営自転車駐車場の利用促進、

放置防止対策、自転車走行環境の整備（はしる）では、自転車ネットワーク路線の設

定や整備手法、整備の進め方、自転車のルール・マナーの啓発（まもる）では、教育

の推進、啓発活動の推進、広報活動の推進を記載し、自転車の安全かつ快適な利用環

境の確保と適正な利用の推進を図ることとしている。 

 

 (４)大田区自転車活用推進委員会 

平成 29 年 5 月に施行された自転車活用推進法を踏まえ、区内全域における自転車活

用の推進に関する施策の策定及び実施並びに大田区版の自転車活用推進計画策定に向

けて総合的に検討を行うため、令和元年度から開催している。学識経験者、自治会・

町会、商店街連合会、観光振興団体、スポーツ振興団体、自転車関連事業者、区内企

業、交通管理者、区議会議員、区職員で構成されており、令和元年度は４回開催した。 

 

３ 放置自転車対策 

（１）駅周辺の自転車等放置台数の推移 

年 度 停留台数（台） 放置台数（台） 放置率（％） 

H 27 30,551 1,459 4.8 

H 28 30,101 1,323 4.4 

H 29 30,781 1,103 3.6 

H 30 32,170 941 2.9 

R  1 29,159 1,017 3.5 

※毎年 10 月の晴天の平日の概ね午前 11 時頃調査 

※「自転車等」は、自転車に原動機付自転車を含めたもの（以下同じ） 

※「停留台数」は、放置台数と自転車等駐車場に駐車されている台数を合計した数 
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（２）放置自転車等の撤去、保管、返還、廃棄 

 

１）放置禁止区域・放置禁止区域に準じた区域の指定（34 駅）と保管所 

 放置禁止区域・放置禁止区域に準じた区域※ 保管所 

ＪＲ線 大森駅  

第１保管所 

（平和島陸橋下保管所） 

大田区平和島一丁目２番先 

規模：1,494 ㎡ 

保管可能台数：1,000 台 

東急線 北千束駅、大岡山駅、田園調布駅、多摩川駅、沼

部駅、鵜の木駅※、長原駅、洗足池駅、石川台駅、

雪が谷大塚駅、御嶽山駅、久が原駅、千鳥町駅、

池上駅 

京浜急行線 大森海岸駅※、平和島駅、大森町駅※、梅屋敷駅 

都営浅草線 馬込駅、西馬込駅 

東京ﾓﾉﾚｰﾙ線 昭和島駅※ 

ＪＲ線 蒲田駅（東口） 第２保管所 

（都大橋下保管所） 

大田区平和島五丁目１番先 

規模：1099.14 ㎡ 

保管可能台数：500 台 

ＪＲ線 蒲田駅（西口） 第３保管所 

（都大橋下保管所） 

大田区平和の森公園２番先 

規模：1699.85 ㎡ 

保管可能台数：1,000 台 

東急線 矢口渡駅、武蔵新田駅、下丸子駅※、蓮沼駅※、 

 

京浜急行線 京急蒲田駅、雑色駅、六郷土手駅※、穴守稲荷駅、

天空橋駅、糀谷駅、大鳥居駅※ 

第６保管所 

（六郷橋下保管所） 

大田区仲六郷四丁目 30 番 

規模：976 ㎡ 

保管可能台数：500 台 

 

２）放置自転車等の撤去、返還、廃棄、売却・再生台数 

年度 撤去台数(台) 返還台数(台) 返還率（％) 廃棄台数(台) 再生台数(台) 売却台数(台) 

H 27 30,942 20,425 66.0 4,088 464  6,252 

H 28 27,195 17,847 65.6 5,166 401 4,312 

H 29 23,758 15,472 65.1 5,626 406 2,337 

H 30 21,156 13,602 64.3 1,773 358 5,533 

R 1 20,365 13,514 66.4 1,582 439 5,076 

※再生とは、海外譲渡、庁内利用等のことである。 



１）区営自転車等駐車場

①大森地区
規模 敷地
（㎡） 自転車 バイク 所有者

1 大森駅東口 S59/04/01 1,107 1,080 0 区 道路敷 鉄骨４層式 有料制
１日：100円
月額：1,000円・1,400円・1,800円・
　　　2,000円

2 大森駅西口
H15/07/01

H21/01/26(増)
805 460 0 区 区有地 平面式 有料制

１日：100円
月額：1,200円

3 大森駅入新井
S59/04/01

H23/04/01(増)
1,651 1,401 10 区 道路敷 鉄骨2層式・平面式、平面

ラック式
有料制

自転車　１日：100円
　　　　月額：1,200円・1,400円・
　　　　　　　1,700円
原　付　１日：200円
　　　　月額：3,000円

4 大森駅入新井公園 H17/06/01 111 130 0 区 区有地 平面式
有料制

定期利用
月額：1,400円

5 大森複合施設ビル地下 H23/03/22 786 536 0 民 民有地 地下機械ラック式
有料制

一時利用
12時間：100円（最初の3時間は無料）

6 平和島駅前国道下 S56/04/01 1,113 1,260 16 国 陸橋高架下 平面２段ラック式 有料制

自転車　１日：100円
　　　　月額：1,500円・1,900円
原　付　１日：200円
　　　　月額：3,000円

7 馬込駅前 H04/04/01 557 620 24 国 道路敷 鉄骨３層式 有料制

自転車　１日：100円
　　　　月額：800円・1,600円・2,000円
原　付　１日：200円
　　　　月額：3,000円

8 西馬込駅前 H09/02/01 1,138 505 0 区 区有地 平面２段ラック式 有料制
１日：100円
月額：1,500円・1,800円

9 馬込坂下 R02/03/01 26 15 0 都 都有地 平面式、電磁ロック
有料制

一時利用
24時間：100円

10 池上駅前 H03/04/01 585 605 12 区 区有地 鉄骨３層式 有料制

自転車　１日：100円
　　　　月額：600円・1,300円・1,600円
原　付　１日：200円
　　　　月額：3,000円

11 大森駅西口臨時 H17/12/26 50 46 0 民 民有地 平面機械ラック式
有料制

一時利用
12時間：100円

12 大森駅山王小前 S62/08/01 24 41 5 区 道路敷 平面式 登録制
自転車　年額：3,000円
原　付　年額：4,000円

13 梅屋敷駅 H29/06/01 350 481 0 京急 鉄道高架下
鉄骨2層式、機械ゲート・一部
電磁ロック式、垂直2段、ラッ
ク

有料制
12時間：100円（最初の2時間は無料）
月額：1,800円・2,000円

14 昭和島駅前
H12/04/01

H30/10/01（機械化）
407 600 0 都 都有地

平面個別ロック式
スライドラック

有料制
一時利用

24時間：100円

15 大森海岸駅前臨時 H22/04/01 113 138 0 国 道路敷 平面機械ラック式
有料制

一時利用
12時間：100円

16 流通センター駅前
H22/04/01

H29/07/03（増）
369 174 18 区・都 モノレール高架下 平面式 無料制

17 大森町駅 H28/06/01 226 323 0 京急 鉄道高架下
鉄骨2層式、機械ゲート・一部
電磁ロック式、垂直2段、ラッ
ク

有料制
12時間：100円（最初の2時間は無料）
月額：1,800円・2,000円

合　　　　　計 17箇所 9,418 8,415 85

規模 敷地
（㎡） 自転車 バイク 所有者

0 区 道路敷 平面２段ラック式他

27 東急 鉄道敷 平面ラック式

19 田園調布駅南 H11/04/01 341 277 26 東急 鉄道敷 平面機械ラック式 有料制

自転車　24時間：100円
　　　　月額：1,700円
原　付　１日：200円
　　　　月額：3,000円

20 長原駅前 H05/11/01 438 306 10 東急 鉄道敷 平面機械ラック式 有料制

自転車　24時間：100円
　　　　月額：1,300円
原　付　１日：200円
　　　　月額：3,000円

21 大岡山駅前地下 H18/04/01 803 521 10 区
道路敷
地下

平面機械ラック式他 有料制
自転車　24時間：100円
　　　　月額：2,000円
原　付　月額：3,000円

22 長原駅交番横 S58/04/01 62 70 0 都 道路敷 平面式 登録制 年額：3,000円

23 洗足池駅前
H17/04/01

H29/04/01（増）
174 200 0 東急　区民

鉄道敷　道路敷
民有地 平面式 登録制 年額：3,000円

24 石川台駅線路脇 S63/04/01 160 165 10 東急 鉄道敷 平面ラック式
有料制

定期利用
自転車　月額：1,700円
原　付　月額：3,000円

25 雪が谷大塚駅前 H03/01/20 82 150 0 都 道路敷 平面式 登録制 年額：3,000円

26 鵜の木駅前 H14/04/01 62 45 0 東急 鉄道敷 平面式 登録制 年額：3,000円

27 鵜の木駅前交番横 H18/04/01 149 78 0 民 民有地 平面式 登録制 年額：3,000円

28 沼部駅前 H19/04/01 57 50 0 東急 鉄道敷 平面ラック式 登録制 年額：3,000円

29 北千束駅前 S59/11/01 30 55 0 区 道路敷 平面式 登録制 年額：3,000円

30 多摩川台公園下 S56/04/01 63 80 0 区 水路敷 平面式 登録制 年額：3,000円

31 長原駅北側 S58/04/01 60 59 0 都 歩道橋高架下 平面式 無料制

32 石川台駅柳橋 H01/02/01 38 69 0 区 道路敷 平面式 無料制

33 石川台駅一の橋 H01/05/01 30 55 0 区 道路敷 平面式 登録制 年額：3,000円

34 石川台駅前 H22/04/01 334 250 0 区 区有地 鉄骨３層式 有料制
１日：100円
月額：2,000円

35 雪谷大塚町 H22/04/01 175 147 0 区 区有地 平面ラック式 無料制

36 久が原駅前 H24/04/10 159 122 0 民 民有地 平面機械ラック式
有料制

一時利用
12時間：100円

37 久が原駅前第二 H27/04/01 249 160 0 民 民有地 平面式
有料制

定期利用
月額：1,700円

38 久が原駅前第三 R02/03/01 147 95 0 民 民有地 平面機械ラック式
有料制

一時利用
12時間：100円(最初の1時間は無料)

39 御嶽山駅前第一 H25/04/01 80 62 0 区 区有地 平面機械ラック式
有料制

一時利用
12時間：100円

40 御嶽山駅前第二 H25/06/01 97 66 0 民 民有地 平面機械ラック式
有料制

一時利用
12時間：100円

41 洗足池公園前
H28/09/01

H29/04/01（有料化）
86 96 0 都 道路敷 平面機械ラック式

有料制
一時利用

12時間：100円

合　　　　　計 24箇所 4,778 3,864 83

駐車場名 設置年月日 敷地形態 置場構造

（３）自転車等駐車場一覧（令和２年４月１日現在）

収容可能台数

②調布地区

利用形態 利用料金置場構造敷地形態設置年月日駐車場名

利用形態

自転車　１日：100円
　　　　月額：1,000円・1,700円・
　　　　　　　2,000円
原　付　月額：3,000円

18 多摩川駅前 H11/04/01 901 686 有料制

利用料金
収容可能台数
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規模 敷地
（㎡） 自転車 バイク 所有者

42 蒲田駅西口 S61/06/01 1,084 1,257 0 区 道路敷 鉄骨４層式 有料制
１日：200円（4時間以内は150円返金）
月額：1,000円・2,000円

43 蒲田駅東口 S62/06/01 466 504 0 区 道路敷 鉄骨４層式 有料制
１日：200円（4時間以内は150円返金）
月額：1,000円・2,000円

44 蒲田交差東口 H01/01/01 411 450 0 都 公園 平面ラック式
有料制

定期利用
月額：1,200円

45 日本工学院地下
H19/04/01

H23/04/01(増)
1,960 1,524 0 学校法人 民有地 地下機械ゲート式

（ラック式）
有料制

24時間：100円
月額：600円・1,000円・1,200円

46 下丸子駅前
S63/04/01
H13/4/1

674 623 10 区 道路敷 平面式、平面機械ラック
式、2段ラック式

有料制
自転車　24時間：100円
　　　　月額：1,100円・1,700円
原　付　月額：3,000円

47 アロマ地下 H10/11/01 2,280 1,858 64 区 区有地 地下２段ラック式 有料制

自転車　１日：100円
　　　　月額：1,200円・1,700円
原　付　１日：200円
　　　　月額：3,000円

48 蒲田駅東口環八横 H02/11/01 933 835 0 区 道路敷 鉄骨３層ゲート式 有料制
24時間：100円（最初の2時間は無料）
月額：600円・1,200円・1,800円

49
蒲田駅消費者生活セン
ター横

H02/04/01 607 421 0 区 区有地 鉄骨３層式 有料制
１日：100円
月額：700円・1,200円

50 蒲田五丁目45番 H22/09/10 166 200 0 区 区有地 平面機械ゲート式
有料制

定期利用
月額：1,600円

51 蒲田駅東口臨時駐輪帯 H21/09/07 80 125 0 区 道路敷 平面式 無料制 （利用は2時間まで）

52 蒲田駅西口臨時駐輪帯 H21/09/07 144 225 0 区 道路敷 平面式 無料制 （利用は2時間まで）

53 蒲田駅東口陸橋下 H05/04/01 343 328 20 都 陸橋高架下 ２段ラック式 有料制

自転車　１日：100円
　　　　月額：700円・1,200円
原　付　１日：200円
　　　　月額：3,000円

54 区役所本庁舎前
H12/04/01

H29/10/01（増）
943 837 0 区 区有地 鉄骨２層ゲート式 有料制　一時のみ 24時間：100円

55 蒲田駅西口御園 S61/06/01 260 297 0 区 道路敷 平面ラック式、平面電磁ロック
式

有料制
12時間：100円（最初の3時間は無料）
月額：1,200円

56 蒲田駅西蒲田公園 H06/04/01 1,540 1,309 34 区 公園地下 地下２段ラック式 有料制

自転車　１日：100円
　　　　月額：500円・1,200円
原　付　１日：200円
　　　　月額：3,000円

57 蒲田駅西口環八下 H11/04/01 2,955 2,026 33 都 陸橋高架下 平面式・2層式、機械ゲー
ト

有料制
一時利用

自転車　24時間：100円
原　付　１日：200円

58 暫定西蒲田 R01/05/10 351 300 0 民 民有地
機械ゲート式、平面ラッ
ク式

有料制
一時利用

自転車
24時間：100円

59 矢口渡駅前 S49/04/01 793 701 0 区 水路敷 平面ラック式、2段ラック式 有料制
１日：100円
月額：900円・1,500円

60 蒲田呑川右岸 S51/04/01 160 450 0 区 道路敷 平面式 登録制 年額：3,000円

61 蒲田あやめ橋 S61/04/01 60 90 0 区 道路敷 平面式 登録制 年額：3,000円

62 蒲田駅西口呑川横
H16/09/01

H29/04/01（有料化）
344 206 0 区 区有地 電磁ロック式

有料制
一時利用

12時間：100円（最初の2時間は無料）

63 雑色駅西口
H23/03/01

H27/9/1（増）
H29/12/21（機械化）

941 558 22 区 区有地
平面式・機械ゲート・電磁
ロック（一時の原付・自
二）

有料制

自転車　12時間：100円
　　　　（最初の2時間は無料）
　　　　月額：1,600円
原　付　１日：200円
　　　　月額：3,000円
自動二輪　１日：300円

64 雑色駅高架下 H29/06/01 1,019 1,390 0 京急 鉄道高架下
鉄骨2層式、機械ゲート・一部
電磁ロック式、垂直2段、ラッ
ク

有料制
12時間：100円（最初の2時間は無料）
月額：1,500円・1,700円・1,800円・
　　　2,000円

65 蓮沼
S61/04/01

H29/04/01（有料化）
381 138 50 区 道路敷

平面機械ゲート式、電
磁ロック式（一時利用
の自動二輪）

有料制

自転車　24時間：100円
　　　　（最初の2時間は無料）
　　　　月額：1,400円
原　付　１日：200円
　　　　月額：3,000円
自動二輪　１日：300円
　　　　　月額：6,000円

66 武蔵新田（土手側） S51/04/01 90 100 0 区 道路敷 平面式 無料制

67 雑色 S59/09/01 200 200 0 都 道路敷 平面式 無料制

68 六郷土手（高架下） S61/04/01 624 343 0 国 橋梁高架下 平面式 無料制

69 千鳥町駅前 H04/04/01 261 190 0 区 区有地 地下ラック式 無料制

70 産業プラザ横
H10/05/01

H26/12/1(増)
259 702 0 区 区有地 機械ゲート式・2段ラック 有料制

24時間：100円（最初の2時間は無料）
月額：1,200円

71 京急蒲田呑川緑道 H24/04/01 232 100 0 区 道路敷 平面式 登録制 年額：3,000円

72 京急蒲田駅本線高架下 H28/06/01 538 713 0 京急 鉄道高架下
鉄骨2層式、機械ゲート・一部
電磁ロック式、垂直2段、ラッ
ク

有料制
12時間：100円（最初の2時間は無料）
月額：2,000円

73 京急蒲田駅空港線高架下 H28/06/01 881 1,041 0 京急 鉄道高架下 鉄骨2層式、機械ゲート式、垂
直2段・スライド式ラック

有料制
12時間：100円（最初の2時間は無料）
月額：2,000円

合　　　　　計 32箇所 21,980 20,041 233

雑色駅西口の収容可能台数のバイクの内訳は、原動機付自転車15台・自動二輪車7台です。

規模 敷地
（㎡） 自転車 バイク 所有者

74 穴守稲荷駅前 H05/11/01 337 280 0 京急 鉄道敷 2段ラック式 有料制
１日：100円
月額：1,200円・2,000円

75 天空橋駅前 H05/11/01 745 260 30 国 国有地 平面式 有料制

自転車　１日：100円
　　　　月額：1,400円
原　付　１日：200円
　　　　月額：3,000円
自動二輪　１日：300円
　　　　　月額：4,000円

76 糀谷駅 H28/07/01 586 844 0 京急 鉄道高架下 2層、機械ゲート、電磁ロック
式、垂直2段ラック

有料制
12時間：100円（最初の2時間は無料）
月額：1,800円・2,000円

77 糀谷駅前地下 H29/04/01 1,334 800 0 区 区有地 機械ゲート、スライド式ラック 有料制
12時間：100円（最初の2時間は無料）
月額：1,800円

合　　　　　計 4箇所 3,002 2,184 30

天空橋駅前の収容可能台数のバイクの内訳は、原動機付自転車15台・自動二輪車15台です。

③蒲田地区
収容可能台数

蓮沼の収容可能台数のバイクの内訳は、原動機付自転車30台・自動二輪車20台です。

④糀谷・羽田地区
収容可能台数

駐車場名 設置年月日 敷地形態 置場構造

駐車場名 設置年月日 敷地形態 置場構造

利用形態 利用料金

利用形態 利用料金

36



　２）　民営自転車等駐車場

規模 敷地
（㎡） 自転車 バイク 所有者

78 京急六郷土手 S60/02/01 329 216 39 京急 民有地 平面式 私鉄経営

79 東急武蔵新田 S57/04/01 950 1,363 42 東急 民有地 平面ラック式 私鉄経営

80 京急大鳥居駅前 H12/04/05 1,050 828 23 京急 民有地 平面ラック式 私鉄経営

81 蒲田5丁目ｻｲｸﾙ24h H16/12/01 232 143 5 民間 民有地 平面機械ラック式 民間経営
自転車　24時間：100円
原　付　12時間：200円

82 東急洗足池駅 H18/10/01 200 165 0 東急 民有地 平面機械ラック式 私鉄経営 12時間：100円

83 京急穴守稲荷駅前 H23/03/28 57 81 0 京急 民有地 平面機械ラック式 私鉄経営

84 CCP蒲田5丁目駐輪場 H24/11/09 52 51 0 民間 民有地 電磁ロック式 民間経営

85 パーキング梅屋敷駅前 H27/12/07 184 74 9 民間 民有地 電磁ロック式 民間経営

86 あすとウィズ公共 H27/12/11 415 332 0 区 区有地
電磁ロック
スライド式ラック

公益財団法人
自転車駐車場
整備センター

合　　　　　計 9箇所 3,469 3,253 118

　３）　区営・民営自転車等駐車場合計

箇所数 規模 （区営 ）

（㎡） 自転車 バイク 合計 有料制　５４箇所

区　営　合　計 77箇所 39,178 34,504 431 34,935 登録制　１３箇所

民　営　合　計 9箇所 3,469 3,253 118 3,371 無料制　１０箇所

合　　　　　計 86箇所 42,647 37,757 549 38,306 　計　　７７箇所

収容可能台数

敷地形態 置場構造駐車場名 管理形態 利用料金設置年月日
収容可能台数

37



38 

 

（４）民間施設における自転車等駐車場の設置義務 

１)設置義務申請及び処理件数（該当件数・設置指導件数） 

遊技場
興行目的
施設等

小売店・
飲食店

物品賃貸
事業所

金融機関
スポーツ
施設など

学習塾等
学校・

保育所等
病院等 合計

2件 1件 3件 0件

94台 15台 109台 0台

8件 １件 1件 1件 1件 12件 1件

941台 17台 10台 10台 14台 992台 6台

2件 1件 １件 1件 5件 1件

57台 108台 42台 5台 212台 12台

１件 4件 1件 1件 7件 0件

303台 598台 34台 15台 950台 0台

8件 1件 5件 1件 15件 1件

809台 21台 38台 23台 891台 11台

7件 1件 1件 1件 10件 0件

269台 13台 10台 225台 517台 0台

※6件 3件 ※1件 ※9件 0件

221台 29台 25台 275台 0台

35件 ※111件 4件 7件 9件 12件 ※４件 181件 60件

1,890件 11,９１２台 168台 433台 1,022台 107台 287台 15,819台 1,376台

※複合施設の申請があった場合は、申請件数を１件として算出している。

13件

設置義務（条例第23条）該当件数・台数

H31(R1) ※９件

設置指導件数・
台数（条例23条

非該当）

H30 10件

昭和63年度
からの累計

※241件

年度 申請件数

H27 6件

H28 7件

H29 16件

H25 3件

H26

 

 

（５）民営自転車等駐車場の育成 

１)自転車等駐車場設置補助金の交付―駐車場の位置・継続期間・収容台数等の交付要件あり 

 ●建設事業 （次のうち、いずれか低い方の額） 

１．建設費―複合用途の施設は、自転車駐車場設置部分のみ対象―の 2 分の 1 の額 

２．自転車 1 台当たりの基準単価に収容台数を乗じて得た金額の 2 分の 1 の額 

 ※建設時のみ補助対象となり、土地取得費は対象外 

 ●維持管理 （初交付年度から 5 年間補助） 

１．当該自転車駐車場の敷地面積に係る固定資産税及び都市計画税相当額 

２．立体構造で単独かつ専用施設である自転車駐車場の建物に係る固定資産税及び都市計画

税相当額 

 

２)補助金を交付した民営自転車等駐車場 

名   称 収容台数（自転車） 収容台数（原付） 開 設 日 

武蔵新田駅 763 台  42 台  平成 8 年 11 月 1 日 

雑色駅（H18.12 月閉鎖） 313 台   平成 10 年 5 月 1 日 

大鳥居駅 348 台   平成 12 年 4 月 1 日 
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名   称 収容台数（自転車） 収容台数（原付） 開 設 日 

大鳥居駅 258 台   平成 14 年 4 月 1 日 

蒲田 5 丁目サイクル 24 ｈ 143 台  5 台  平成 16 年 12 月 1 日 

武蔵新田駅 300 台   平成 17 年 3 月 22 日 

洗足池駅 165 台   平成 18 年 10 月 1 日 

大鳥居駅(増設) 222 台  23 台  平成 22 年 3 月 25 日 

穴守稲荷駅 81 台   平成 23 年 3 月 28 日 

六郷土手駅 216 台  36 台  平成 23 年 4 月 28 日 

CCP 蒲田 5 丁目駐輪場  51 台   平成 24 年 11 月 9 日 

パーキング梅屋敷駅前  74 台  9 台  平成 27 年 12 月 7 日 
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４ 駐車場対策 

（１）駐車場整備状況 

大田区の路外駐車場の整備状況は、令和２年３月 31日現在、21,322台（42か所）である。 

そのうち蒲田地区では、618 台分（７か所）が整備されており、大森地区（大森北一・二丁

目、山王一～三丁目の一部）では、1,606 台分（６か所）が整備されている。この他、両地区

ともに、地区内の駐車場には小規模な平地式駐車場（コイン駐車場）が多くあり、今後も社会

経済状況によっては駐車可能台数が大きく変化するおそれもある。 

（公財）東京都道路整備保全公社が実施した「路上駐車実態調査」（平成 29年 11月調査）か

ら、駐車場は供給が十分に確保されているという調査結果を得ていることから、今後は、既存

駐車場の有効活用策が必要とされる。 

 

(２) 自動二輪車対策 

平成 18年 5月の駐車場法の改正により、自動二輪車が法の対象として位置づけられるととも

に、同年 6月の道路交通法の改正により、自動二輪車を含めた違法路上駐車の取締りが強化さ

れた。違法駐車は歩行者や車椅子の方の安全な通行の支障となっているため、平成 21年度に自

動二輪車の実態調査と対策方針の策定を行った。 

 都内オートバイ駐車場ＭＡＰ2020には、蒲田駅周辺地区では 19台（２か所）、大森駅周辺地

区では 118台（３か所）の自動二輪車駐車場が整備済みとされている。 

 

（３）路外駐車場の届出事務 

路外駐車場については、料金の適正化及び路外駐車場管理者の責務の明確化とこれに伴う監

督の必要性があることから、有料の路外駐車場を設置する場合は、駐車場法の規定により事前

に届出を行うこととされている。 

なお、届出事務については、平成 15年 4月の都条例改正により、都から移管され、区が行う

こととなった。 

また、平成18年5月の駐車場法改正により、新たに自動二輪車の駐車場も届出対象となった。 

１）届出対象施設（下記の 2つの要件の両方に該当する駐車場） 

① 不特定多数の人が利用でき、その利用において利用料金を徴収する時間貸し駐車場。 

② 駐車部分の面積（車路等の面積は含まない。）が 500平方メートル以上の駐車場。 

２）必要な届出の種類 

①  設置届 

②  変更届 

③  管理規定届 

④  管理規定一部変更届 

⑤  休止届、廃止届、再開届 
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５ 大田区コミュニティサイクル事業について 

平成 27年度に実施した「大田区におけるコミュニティサイクル実施に関する基礎調査」を踏まえ

て、大田区コミュニティサイクル事業の導入を検討した結果、平成 28 年度から令和元年度（平成

31年度）にかけて試行の実施を行うこととした。 

また、平成 30年度から、広域相互利用を実施しており、都内の 10区への乗り入れが可能となっ

ており、大田区全域において、事業展開を行っている。 

令和２年２月末現在で、区民及び来訪者の利用状況は、以下のとおりであり、利用者の評価につ

いては、高い評価を得られている。 

 今後は、検証期間を設けて、本格導入に移行するか否か判断していく。 

 

年度末時点での事業規模 

事業規模 サイクルポート（箇所） 自転車台数（台） 

平成 28年度 7 100 

平成 29年度 42 300 

平成 30年度 66 300 

令和元年度 76 300 

 

利用状況について                 利用者の評価について 

令和２年２月末時点 実績 

累計登録者数 16,508人 

累計利用回数 457,958回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区内サイクルポートマップ 

利用者アンケート 割合 

満足・やや満足 73.8％ 

今後も継続して利用したい 96.9％ 
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６ 自転車走行環境の整備について 

近年、自転車の利用拡大が見込まれている一方で、自転車が関与する交通事故の割合が増加して

いる。そのため、交通ルール・マナーの徹底と、自転車が安全で快適に通行できる環境の創出に向

けて、自転車走行環境を円滑かつ統一的に整備していく必要がある。 

平成 28年３月に策定した「大田区自転車ネットワーク整備実施計画」（以下：実施計画）では、

平成 28年度から令和７年度までの 10年間で区内の自転車走行環境のネットワーク化を図ることと

している。また、令和元年度に実施計画の見直しを行い、今後の進め方を検討した。早期実現する

ために、単年度の整備距離を延伸し、計画期間を８年間に短縮した。 

今後も、以下の７項目を重ね合わせ、連続性確保のための路線を追加した、自転車ネットワーク

整備予定路線（約 170km）の整備を推進していく。 

 

ネットワーク抽出項目 

① 自転車交通量の多い路線 

② 交通不便地域とのアクセス路線 

③ 拠点施設間を結ぶ路線 

④ 自転車駐車場へのアクセス路線 

⑤ 広域移動の軸となる路線 

⑥ 近隣自治体との連携路線 

⑦ 都市計画道路等その他関連計画に準じた路線 

 

地区別整備済延長（令和２年３月現在） 

地区 累計（km） 

大森地区 28.2 

調布地区 24.1 

蒲田地区 25.9 

糀谷・羽田地区 16.2 

合計 94.4 

 

【自転車ナビマーク】               【自転車ナビライン】 
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 大田区では、自転車の盗難被害が多い状況（令和元年都内の自治体ワースト１）が続いていることや、

スマートフォン等のいわゆる「ながら運転」による重大事故が全国各地で発生していることなどの課題

に対応するため、令和元年度第３回定例会において自転車条例を改正しました。主な改正内容は、自転

車利用者に対して「カギかけ義務化（令和２年１月１日施行）」、「ながら運転禁止（令和元年 10 月１日

施行）」の２の項目について義務規定を追加しました。条例改正により自転車の盗難被害をなくし、なが

ら運転による重大事故発生を防ぐことで、安全・安心なまちの実現に努めます。 

 

 

さらに、上記項目に加え、東京都の自転車条例改正において、令和２年４月１日から東京都内での自

転車利用者などの自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。これらの課題に対して、区と民

間企業がそれぞれの特性や資源を活かして連携・協力し、区内における自転車の適正な使用を促進する

ための取組みの目的が合致したため、損害保険会社等５社と都内では初めて「自転車の適正利用の促進

に関する協定」を令和２年３月 31日に締結しました。今後は、協定締結各社と連携・調整をしながら、

効果的なPR に努めます。 

 〈連携・協力事項〉 

  （１）交通安全に関する教育・啓発 

  （２）自転車の盗難防止に関する啓発 

  （３）自転車保険に関する情報提供 

  （４）大田区自転車条例、東京都自転車条例に関する周知・広報 

  （５）前各号に掲げるもののほか、自転車の適正利用の促進に係る各種取り組み 

◆コラム◆ 自転車のながら運転・盗難を防止！ 

     ～都内初！損害保険会社等 5社と「自転車の適正利用の促進に関する協定」を締結～ 
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第４章 河 川 

１ 河川の維持管理等 
（１）大田区の河川 

 
河川名 延 長 

区 間 
管理区分 

上 流 端 下 流 端 

一級

河川 

多摩川 16,300ｍ 
左岸 田園調布五丁目 

右岸 神奈川県 

左岸 羽田空港二丁目 

右岸 神奈川県 
国土交通省 

海老取川  1,040ｍ 
左岸 羽田六丁目 

右岸 羽田空港二丁目 

左岸 大森南五丁目 

右岸 羽田空港一丁目 
東京都 

丸子川  1,680ｍ 
左岸 田園調布五丁目 

右岸 田園調布五丁目 

左岸 田園調布一丁目 

右岸 田園調布一丁目 

特例条例（注１） 

（地域基盤整備第一課） 

二級

河川 

呑 川  9,010ｍ 
左岸 石川町一丁目 

右岸 目黒区 

左岸 大森南五丁目 

右岸 東糀谷六丁目 

特例条例（注１） 

（ 各 地 域 基 盤 整 備 課 ） 

内 川  1,550ｍ 
左岸 大森西一丁目 

右岸 大森西四丁目 

左岸 大森東一丁目 

右岸 大森東二丁目 

特例条例（注１） 

（地域基盤整備第一課） 

注 1：特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例 

 地区別 呑川管理区域 

河川名 所管 地区 延 長 区 間（橋 間） 

呑 川 

地域基盤 

整備第一課 

調布 3,160 ｍ      境橋上流～池上橋 

大森 1,750 ｍ       池上橋～双流橋 

地域基盤 

整備第二課 

蒲田 1,600 ｍ       双流橋～夫婦橋 

糀谷・羽田 2,500 ｍ 夫婦橋～海老取川合流（右岸） 

合  計 9,010 ｍ  

 

（２）排水場 

排水場名 所 在 地 

六郷第一排水場 南六郷二丁目 35番 15号 

六郷第二排水場 南六郷二丁目 35番 15号 

※所管：地域基盤整備第二課 

（３）河川の維持 

特例条例に基づき管理している河川以外にも、転落防止柵等の管理を行っている。 

主な管理項目と前年度の事業量を以下に示す。 

① 多摩川：水と緑の散策路･運動施設  ②丸子川：河床整正･汚泥しゅんせつ･転落防止柵 

③呑 川：河床整正･汚泥しゅんせつ･河川浮遊物清掃･転落防止柵･浄化施設（スカム発生抑

制装置） 

④内 川：河床整正･汚泥しゅんせつ･河川浮遊物清掃･転落防止柵･浄化施設（接触酸化法） 

 ※令和元年度の事業量 

河川名 汚泥しゅんせつ 河川浮遊物清掃 

呑  川 782.1ｍ3    21.8ｍ3  

内  川 327.4ｍ3  14.8ｍ3  

丸子川 12.0ｍ3  0.0ｍ3  

合計 1,121.5ｍ3  36.6ｍ3  
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（４）呑川の水質浄化対策 

  １）呑川の現状と課題 

   呑川は、貴重な自然環境資源として水と緑のネットワークを形成する重要な河川である。合

流式公共下水道の整備や平成 7年度からの清流復活事業による落合水再生センターからの導水

等（注２）により、BODなどの環境基準を概ね満たしている。しかし、DOについては呑川中流

域の底層において環境基準の 2ｍｇ／Ｌ以上を達成せず、依然として春から夏にかけての時期

の降雨後に悪臭や白濁、スカム、魚の大量死など大きな環境問題が発生している。 

  ２）「連携・協働」による呑川水質浄化対策の取り組み 

呑川の水質浄化対策のために区は、平成 21年度より、汚濁メカニズムの検証や水質改善効果

の予測、高濃度酸素水による浄化施設の実験と規模等の検討、呑川に適した浄化施設の改良検

討を行ってきた。また、平成 25年度からは、世田谷区、目黒区の流域自治体に呼びかけ、平成

19年度に設置した「呑川水質浄化対策研究会」（注３）を再開・拡充し、河床整正や浄化施設

など河川における水質浄化対策や合流式下水道の改善など様々な対策を検討、推進している。 

具体的な対策としては、平成 26年度に旧型のスカム発生抑制装置（１基）を更新、機能強化

し、平成 28年度に双流橋から夫婦橋間の河床整正工事（４箇年計画）に着手（令和元年度完了）、

平成 29年度には高濃度酸素水浄化施設の設置工事に着手した（令和２年度完了予定）。合流式

下水道の改善については、令和元年度に翌年からの合流改善貯留施設整備事業の工事着手に向

け、東京都下水道局と連携し地域住民への事業説明会を行った。 

呑川の水質悪化や悪臭を防止するためには、河川対策・下水道対策・流域対策など総合的な

水質浄化対策の取り組みが重要であるため、区民と学識経験者、東京都・流域自治体と連携し、

具体的な水質浄化対策の施策を着実に推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 2：平成 7年 3月より、東京都下水道局落合水再生センターから約 36,300（ｔ／日）の高度処理された再生

水を送水している。また、平成 17年 7月より、東京都交通局の都営地下鉄浅草線隧道内より湧出する約

140（ｔ／日）の地下水を送水している。 

注 3：研究会メンバー：（平成 19年度～）東京都建設局、東京都下水道局、大田区の三者（事務局は大田区） 

           （平成 25年度～）上記に加え、東京都環境局、目黒区、世田谷区 

 

 

呑川水質浄化対策研究会 

呑 川 の 水 質 改 善 

(底泥及び浄化設備対策等)研究部会 

呑 川 の 合 流 式 下 水 道 

改 善 研 究 部 会 

〈研究会構成員〉 

建 設 局  目 黒 区 

下水道局  世田谷区 

環 境 局  大 田 区 

〈部会・作業部会構成員〉 

下水道局  目 黒 区 

世田谷区 
大 田 区 

呑 川 の 水 質 改 善 

(底泥及び浄化設備対策等)作業部会 

〈部会・作業部会構成員〉 

建 設 局  大 田 区 

環 境 局 
 

呑 川 の 合 流 式 下 水 道 

改 善 作 業 部 会 
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 呑川の総合的な水質浄化対策一覧  

河川対策 

① スカム発生抑制装置 

② 高濃度酸素水による浄化施設 

③ 河床整正（暫定・完了） 

下水道対策 

（合流式下水道の改善） 

④ 貯留施設（大田区内流域） 

⑤ 貯留施設（目黒・世田谷流域） 

 

 

（５）ユスリカ対策 

ユスリカとは、ユスリカ科に属する生き物で、ハエや蚊の仲間である。日本では、1,000種類

を超えるユスリカが報告されており、川や池などあらゆる水域に生息している。川の近くなどで

は、たくさんのユスリカが柱状に集まり、いわゆる「蚊柱」をつくることがある。蚊のように人

を刺して吸血することはない。電灯の灯などに集まる性質を利用して、呑川では、ランプに集ま

ったユスリカをファンにより吸引捕獲する装置を設置している。 

 

 

 

（６）内川流域連絡会 

平成 9年の河川法の改正により、河川環境の整備と保全が河川法の目的に加えられるととも

に、河川整備計画の策定にあたっては、必要に応じて住民の意見を聞くこととなった。このこ

とから、今まで以上に河川管理者と流域の自治体や住民がきめ細かく情報交換しながら、協働・

連携して地域の人々が身近に親しめる川づくりを進めることが求められてきている。このため、

東京都建設局第二建設事務所、大田区、流域の住民で、内川流域連絡会（事務局は東京都）を

設置し、相互に河川に係る必要な情報や意見の交換を行い、円滑な河川事業を推進している。

平成 12年 11月から令和 2年 2月まで 21回の連絡会を開催している。 

 

 

捕虫器の設置状況 
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（７）多摩川河川整備計画 

多摩川河川整備計画は、未来の多摩川のビジョンを描き、実現するためのプランであり、平

成 13年３月に国土交通省により策定され、平成 29年３月には高潮対策として羽田空港二丁目

から羽田空港一丁目（左岸 1.1km～1.5km）の計画を追加し、整備計画の一部が変更された。 

これらの計画は、平成９年の河川法一部改正に伴い、策定が義務づけられているもので、計

画策定に当たっては、沿川自治体・沿川住民・市民団体・学識経験者、河川管理者が実地観察

を重ね、議論を行いながら策定作業が進められた。整備計画では、治水の面からはスーパー堤

防の整備等、環境の面からは具体的な利用や保全の内容を示す機能空間区分の設定をしている

他、利水・維持といった面からも検討し、概ね 20年から 30年後を計画対象期間としている。 

区は、平成 11年度にふれあい巡視を行い、区民と河川管理者である国土交通省（当時建設省）

とともに多摩川を歩き、未来の多摩川の利用や保全内容について議論を重ね、意見集約を行っ

た。これらを基に策定し、提示された多摩川河川整備計画（原案）を現地で確認するために、

平成 12年度にも、ふれあい巡視を行い、意見集約が行われた。こうした経過を経て策定された

整備計画は、水面や河川敷の用途がエリア分けされている他、人と川のふれあい関連施設対策

として緑陰・川の一里塚、水辺の楽校等、福祉関連対策としてトイレや緩傾斜スロープについ

ての整備も計画されており、今後も整備計画を基に区民や河川管理者と議論を重ね、計画の実

現を図っていく。 

この計画に基づき平成 25年度にうのき及び羽田の２校に加え、平成 30年度に３校目となる

やぐちのわたしの「水辺の楽校」を立ち上げ、現在、地域とともに活動している。また国土交

通省は、平成 13年度より以下のとおり福祉関連対策施設として緩傾斜スロープとトイレを設置

した。 

スロープ設置箇所一覧 

        

設置年度 
住 所 

備考（近隣施設） 

H13年度 南六郷 3－23先 くすのき園 

〃 本羽田 3－23先 特別養護老人ホーム羽田 

H14年度 田園調布 4－44先 ゆうゆうクラブ田園調布西 

〃 鵜の木 3－32先 ゆうゆうクラブ鵜の木 

H15年度 下丸子 4－21先 多摩川ガス橋緑地 

H17年度 多摩川 2－24先 多摩川図書館 

〃 西六郷 1－27先 タワーふれあい公園前緑地 

〃 西六郷 4－37先 多摩川緑地 

H19年度 南六郷 2－35先 南六郷公園 

H20年度 仲六郷 4－25先 多摩川緑地 

〃 矢口 3－17先 東八幡神社 

〃 下丸子 2-13先 ガス橋緑地 

H26年度 本羽田 3-20先 大師橋緑地 

H27年度 東六郷 3-25先 多摩川六郷橋緑地 

H29年度 田園調布南 14先 多摩川田園調布南・鵜の木緑地 

 

               トイレ設置箇所一覧 

設置年度 名 称 住 所 備考（近隣施設） 

H19年度 おもいで桜 下丸子 3－30先 ガス橋緑地 
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２ 総合治水（雨水流出抑制） 

（１）透水性舗装（道路部） 

年 度 累 計（㎡） 

平成 29 年度 315,837 

平成 30 年度 319,915 

令和元年度 325,089 

（注）累計は施工を始めた昭和 51 年度からの合計 

 

（２）公園･学校等の雨水貯留施設 

年 度 累 計（m3） 

平成 29 年度 9,068 

平成 30 年度 9,356 

令和元年度 9,356 

 （注）累計は設置を始めた平成 6 年度からの合計 

 

（３）開発指導要綱による民間施設の雨水流出抑制施設 

年 度 設置建物（箇所） 累 計（箇所） 

平成 29 年度 29 972 

平成 30 年度 69 1,041 

令和元年度 57 1,098 

（注）累計は設置を始めた平成 6 年度からの合計 
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３ 防災船着場 

 防災船着場は災害時に陸上交通が麻痺してしまった際、人や物資を運ぶための水上輸送拠

点として活用される。また今後は、関係事業者と連携して平常時の船着場の活用方法につい

ても検討していく予定である。 

 

河 川・運 河 名 接岸可能地点 最低水深 
接岸船舶限界

(ﾄﾝ/m) 

管理 

主体 

多摩川 

多摩川二丁目 16 番地先 2.0m 500 トン 国 

羽田二丁目 32 番地先 2.0m 艇長 15 ｍ 
国の暫定 

係留施設 

呑川 

東糀谷六丁目１番地先・ 

大森南五丁目 4 番地先 (旭橋際)  
1.0m 150 トン 

都の暫定 

係留施設 
南蒲田一丁目４番先  

（夫婦橋親水公園） 
1.0m 150 トン 区 

大森南一丁目 24 番 6 号地先 

（大森南一丁目公園） 
計画中 区 

海老取川 
羽田空港一丁目１番 2 号 

 (羽田空港天空橋船着場) 
2.0m 艇長 20 ｍ 区 

平和島運河 

平和の森公園２番１号地先 

(水面管理防災施設) 
2.5m 150 トン 区 

ふるさとの浜辺公園一丁目 2 番
地先 

(大森ふるさとの浜辺公園船着場) 
2.5m 20 トン 区 

（大田区地域防災計画から抜粋） 



50 

 

第５章 下水道 

１ 大田区の下水道 

大田区の下水道の歴史は、戦前より進められてきた複数の計画が統合された昭和 25

年、「東京特別都市計画下水道」が決定された以降となる。 

この計画において初めて現在の区部の大部分が 6 つの排水系統（芝浦・三河島・砂

町・小台・落合・森ヶ崎）に区分され、当区は森ヶ崎処理区内に位置付けられた。ただ

し、整備・普及が本格化するのは、昭和 37 年に森ヶ崎下水処理場（現 森ヶ崎水再生セ

ンター）が着手された頃からとなる。 

昭和 41 年には、下水道普及の遅れている地域の整備促進のため、周辺区（大田区・

品川区・目黒区・世田谷区・渋谷区）と「城南五区下水道促進連合協議会」を結成した。

また、昭和 47 年からは、下水道整備事業（建設）の一部を受託して、下水道局ととも

に区内下水道の整備・普及促進に取り組んできた。その結果、平成 6 年度末には、初期

目標であった普及率概成 100％を達成している。（表 6-1 参照） 

平成 7 年度以降は、分流地区雨水管整備、浸水対策、震災対策、下水道管の改良工事、

暫定分流地区の解消、普及困難地域の解消等に取り組んでいる。 

 

表 6-1 大田区下水道普及率の推移 

年度 
管きょ延長 普及率 

（％） 総延長（ｍ） 幹 線（ｍ） 枝 線（ｍ） 

S38 年度 1,032 0 1,032 0.1 

S43 年度 141,862 18,150 123,712 13.0 

S48 年度 529,072 43,532 485,540 47.0 

S52 年度 744,593 54,557 669,036 70.0 

S57 年度 916,351 57,202 859,149 86.0 

S62 年度 1,043,425 62,430 980,995 91.0 

H4 年度 1,093,428 69,485 1,023,943 96.0 

H6 年度 1,115,268 70,268 1,045,000 概成 100.0 

H11 年度 1,158,936 75,182 1,083,754 概成 100.0 

H16 年度 1,183,578 81,778 1,101,800 概成 100.0 

H21 年度 1,195,616 83,002 1,112,614 概成 100.0 

H26 年度 1,205,088 83,002 1,122,086 概成 100.0 

H27 年度 1,205,735 83,002 1,122,733 概成 100.0 

H28 年度 1,206,089 83,002 1,123,087 概成 100.0 

H29 年度 1,206,117 83,002 1,123,115 概成 100.0 

H30 年度 1,206,306 83,002 1,123,304 概成 100.0 

※ 概成 100％：普及率 99.5%以上を表す。 

※ H6 年度以降のデータは毎年あるが、直近 5 年以前は 5 年ごとのデータのみ記載する。 
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２ 下水道「経営計画 2016」について 

東京都下水道局では、東京の持続的発展において、都市活動の大きな役割を担う下

水道の課題解決に向け、着実に事業を推進するため、平成 28年 2月に「経営計画 2016」

（計画期間：平成 28 年度から令和２年度（平成 32 年度））を策定した。 

大田区を含む森ヶ崎処理区の重点的事業は、表 6-2 のとおりである。 

 

表 6-2 森ヶ崎処理区の重点的事業一覧 

施策 事業内容 
５か年

の取組 

お
客
さ
ま
の
安
全
を
守
り
、
安
心
で 

快
適
な
生
活
を
支
え
る
た
め
の
施
策 

再
構
築 

幹線 
更生工法よる

再構築 

矢口幹線、松原幹線の一部 着手 

九品仏幹線、立会川幹線、馬込東幹線の一部 継続 

水処理センター、 

ポンプ所の再構築 
芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生センター間連絡管 継続 

浸
水
対
策 

50ミリ 

対策促進地区

の整備 

立会川幹線（雨水放流管） 

第二立会川幹線、浜川幹線、谷川雨水幹線 
完成 

重点地区の整

備 

馬込幹線下流部 着手 

上沼部雨水幹線 完成 

50ミリ 

拡充 

50 ミリ拡充対

策地区の整備 
戸越幹線の増強施設 着手 

75ミリ 
市街地対策地

区の整備 

呑川増強幹線 

洗足池幹線の増強施設 
着手 

蛇崩川増強幹線 継続 

震
災
対
策 

施設の耐震対策 

森ヶ崎水再生センター 

完成 各ポンプ所（大森東、羽田、矢口、雑色、六郷、 

京浜島、平和島、城南島、東海、八潮、鮫洲、浜川） 

非常用発電設備の整

備 
六郷ポンプ所、城南島ポンプ所 完成 

良
好
な
水
循
環
と
環
境
負
荷
の
少
な
い 

都
市
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策 

合
流
式
下
水
道
の
改
善 

放流先の変更 
馬込幹線下流部（内川） 着手 

立会川幹線（雨水放流管）、第二立会川幹線（勝島運河） 完成 

貯留施設の整備 

海老取川流域（羽田ポンプ所付近） 

呑川流域（貯留施設） 
着手 

池尻・新駒沢幹線貯留管の取水施設 

勝島運河流域貯留管 

森ヶ崎水再生センター 

完成 

高速ろ過施設の整備 森ヶ崎水再生センター 完成 

高
度
処
理 

準高度処理の導入 森ヶ崎水再生センター 完成 

嫌気・同時硝化脱窒

処理法の導入 
森ヶ崎水再生センター 完成 

エ
ネ
ル
ギ
ー
・ 

地
球
温
暖
化
対
策 

水処理工程での取組 
森ヶ崎水再生センター（微細気泡散気装置と合わせて送風

機を導入） 
完成 

汚泥処理工程での取

組 

南部汚泥処理プラント（第三世代型焼却システムの導入） 着手 

南部汚泥処理プラント（第二世代型焼却システムの導入） 完成 

再生可能エネルギー

活用の拡大 
森ヶ崎水再生センター（小水力発電） 完成 

※ 事業内容の太字は、大田区内で実施される事業 

※ 「東京都下水道事業 経営計画 2016」をもとに作成 
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３ 区内下水道の主な課題と取り組み 

（１）震災対策（下水道耐震化整備） 

阪神・淡路大震災や新潟県中越地震などの震災により下水道施設も大きな被害を受

けた。特に人孔と管きょの接続部分や液状化による人孔浮上の被害が多く発生した。 

更に、東日本大震災においては、大きな揺れとともに大規模な津波による被害が発

生しており、それらに対する下水道施設の対策も急務となっている。 

大田区における耐震化工事（人孔と管きょの接続部の耐震化・人孔浮上抑制対策等）

は、区内の避難所等から排水を受け入れる管きょの耐震化と液状化の危険性の高い地

区の緊急輸送道路や避難所と緊急輸送道路を結ぶアクセス道路について、下水道局と

協力しながら実施し、平成 25 年度までにほぼ完了した。今後も引き続き、災害復旧拠

点やターミナル駅、地区内残留地区等を対象に下水道の耐震化工事を実施する。 

 

（２）局地的集中豪雨・台風等に対する浸水対策 

東京都下水道局では、平成 25 年の局地的集中豪雨や台風による甚大な浸水被害を

踏まえ、「豪雨対策下水道緊急プラン」を策定した。このプランでは、過去の浸水の発

生状況や平成 25 年の浸水被害発生状況を踏まえ、「75 ミリ対策地区」、「50 ミリ拡充対

策地区」、「小規模緊急対策地区」の 3 つの対策地区を選定した。区内では、一定規模（平

成 25 年に発生した 1 回の豪雨で床上浸水が 30 棟）以上の床上浸水が集中して発生した上

池台地区が 75 ミリ対策地区として選定された。 

 

（３）暫定分流地区 
河川整備の遅れ等から、汚水の収容を優先して下水道管を整備した暫定分流地区は、

千束地区と馬込地区があった。千束地区においては平成 9 年度に整備が完了した。馬

込地区は、馬込幹線の下流部の完成後に整備する。 

 

（４）分流地区（田園調布地区） 
分流式の地域である田園調布地区では、既に汚水管は整備済であり、汚水は多摩川

幹線を経由して森ヶ崎水再生センターで処理されている。雨水管については、調布雨

水幹線（中原幹線及び調布雨水幹線排水樋門から多摩川へ）と鵜の木幹線（沼部排水

樋管から多摩川へ）が完了している。上沼部雨水幹線（上沼部排水樋管から多摩川へ）

は、経営計画期間中の完成を予定している。 

 

 



令和2年4月1日現在

箇所数 面積（㎡） 増減数 増減面積（㎡）

153 1,072,485.39 1 13,668.59
53 481,789.65 0 6,259.48
26 272,629.99 0 1,014.00
40 100,265.31 1 1,357.57
34 217,800.44 0 5,037.54

347 165,262.56 1 1,547.59
110 54,482.98 0 0.00
96 42,713.62 0 0.00
82 39,241.46 0 0.00
59 28,824.50 1 1,547.59

12 862,645.68 0 4,578.72
2 16,638.11 0 0.00
7 729,688.66 0 0.00
2 37,521.89 0 4,578.72
1 78,797.02 0 0.00

32 11,887.86 0 0.00
11 4,071.56 0 0.00
7 2,096.14 0 0.00
5 3,077.86 0 0.00
9 2,642.30 0 0.00

Ａ 544 2,112,281.49 2 19,794.90
176 556,982.30 0 6,259.48
129 317,439.75 0 1,014.00
134 872,273.29 1 1,357.57
104 286,789.13 1 11,163.85

1 78,797.02 0 0.00

1 40,670.00 0 0.00
18 57,203.65 -1 -6,259.48
6 20,820.87 -1 -6,259.48

調布地区 1 453.19 0 0.00
6 6,923.20 0 0.00
5 29,006.39 0 0.00

Ｂ 19 97,873.65 -1 -6,259.48

563 2,210,155.14 1 13,535.42

Ｃ 10 839,399.77 0 2,900.20

573 3,049,554.91 1 16,435.62

Ｄ 770,411.66 0.00

573 3,819,966.57 1 16,435.62

  ２）大田区における住民一人当たりの公園面積

Ｅ          （令和2年4月1日現在）

(外国人住民  25,396人含む）

     6.00㎡ 前年度

（Ａ）／Ｅ 2.86㎡ 2.86㎡

（Ａ＋Ｂ）／Ｅ 2.99㎡ 3㎡

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）／Ｅ 4.13㎡ 4.14㎡

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）／Ｅ 5.18㎡ 5.19㎡　④　上記３に河川敷準開放地及び河川緑地を加える

　③　上記２に海上公園を加える

　②　上記１に一時開放地等を加える

　①　公園・児童公園・緑地・児童遊園の場合

大田区立公園条例による区民一人当たりの標準面積（平成25年4月改正）

管理公社

河川敷準開放地及び河川緑地

第６章    公園・緑地

1   公園・緑地の概要

（１）公園・緑地等調書                                                                 

  １）総括調書

公園

種別

蒲田地区
調布地区

小  計

海上公園   

糀谷・羽田地区

蒲田地区

糀谷・羽田地区

管理公社

大森地区

児童遊園

小 計　　　　
大森地区

その他の緑地

糀谷・羽田地区

蒲田地区
調布地区
大森地区

蒲田地区
糀谷・羽田地区

糀谷・羽田地区

糀谷・羽田地区

大森地区
蒲田地区

児童公園

緑地

調布地区
大森地区

大田区の人口 738,128人

一時開放地（大森地区）

計　　 （Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）

計　　　　（Ａ+Ｂ+Ｃ）

　　　　　計　　　 　　（Ａ+Ｂ）

蒲田地区
調布地区
大森地区
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令和２年４月１日現在
（単位：㎡）

(16) (28) (0箇所) (1) (2) (47)
271,956.14 15,125.49 0.00㎡ 216.93 9,776.27 297,074.83

(11) (19) (0箇所) (5) (1) (1) (37)
128,228.10 7,757.63 0.00㎡ 1,218.38 10,113.83 40,670.00 187,987.94

(14) (30) (1) (3) (1) (49)
26,923.16 16,354.65 1,409.03 909.05 716.33 46,312.22

(8) (17) (1) (0箇所) (1) (27)
49,100.56 7,432.05 15,229.08 0.00㎡ 133.44 71,895.13

(4) (16) (0箇所) (2) (1) (23)
5,581.69 7,813.16 0.00㎡ 1,727.20 81.00 15,203.05

(53) (110) (2) (11) (6) (1) (183)
481,789.65 54,482.98 16,638.11 4,071.56 20,820.87 40,670.00 618,473.17

(5) (16) (0箇所) (1) (22)
9,365.65 7,384.75 0.00㎡ 246.64 0.00㎡ 16,997.04

(5) (5) (0箇所) (1) (1) (12)
117,683.91 1,010.85 0.00㎡ 103.07 453.19 119,251.02

(2) (18) (20)
10,235.81 7,980.25 0.00㎡ 18,216.06

(4) (19) (0箇所) (1) (0箇所) (24)
34,545.57 8,476.42 0.00㎡ 546.55 0.00㎡ 43,568.54

(7) (27) (0箇所) (3) (0箇所) (37)
19,765.88 13,029.41 0.00㎡ 1,045.81 0.00㎡ 33,841.10

(3) (11) (0箇所) (1) (0箇所) (15)
81,033.17 4,831.94 0.00㎡ 154.07 0.00㎡ 86,019.18

(26) (96) (0) (7) (1) (130)
272,629.99 42,713.62 0.00 2,096.14 453.19 317,892.94

(0箇所) (0箇所) (1) (0箇所) (0箇所) (1)
0.00㎡ 0.00㎡ 29,526.90 0.00㎡ 0.00㎡ 29,526.90

(1) (0箇所) (1)
13,334.53 0.00㎡ 0.00㎡ 13,334.53

(12) (31) (2) (1) (3) (49)
32,501.68 14,859.46 490,025.40 901.81 5,544.08 543,832.43

(9) (12) (2) (4) (0箇所) (27)
27,311.40 5,478.67 148,438.86 2,176.05 0.00㎡ 183,404.98

(6) (22) (0箇所) (0) (3) (31)
9,518.49 11,162.15 0.00㎡ 0.00 1,379.12 22,059.76

(13) (17) (0箇所) (0箇所) (30)
30,933.74 7,741.18 0.00㎡ 0.00㎡ 38,674.92

(0箇所) (0箇所) (1) (0箇所) (0箇所) (1)
0.00㎡ 0.00㎡ 48,362.97 0.00㎡ 0.00㎡ 48,362.97

(40) (82) (7) (5) (6) (140)
100,265.31 39,241.46 729,688.66 3,077.86 6,923.20 879,196.49

(8) (12) (1) (2) (1) (24)
59,943.51 6,387.56 18,531.65 326.98 471.63 85,661.33

(0箇所) (1) (0箇所) (0箇所) (1) (2)
0.00㎡ 422.89 0.00㎡ 0.00㎡ 7,675.00 8,097.89

(16) (14) (1) (4) (2) (37)
60,571.16 8,244.90 3,794.44 1,528.27 16,563.00 90,701.77

(10) (32) (1) (3) (1) (47)
97,285.77 13,769.15 15,195.80 787.05 4,296.76 131,334.53

(34) (59) (2) (9) (5) (109)
217,800.44 28,824.50 37,521.89 2,642.30 29,006.39 315,795.52

(0箇所) (0箇所) (1) (0箇所) (0箇所) (1)
0.00㎡ 0.00㎡ 78,797.02 0.00㎡ 0.00㎡ 78,797.02

(0箇所) (0箇所) (1) (0箇所) (0箇所) (1)
0.00㎡ 0.00㎡ 78,797.02 0.00㎡ 0.00㎡ 78,797.02

(153) (347) (12) (32) (18) (1) (563)
1,072,485.39 165,262.56 862,645.68 11,887.86 57,203.65 40,670.00 2,210,155.14

(0) (0箇所) (0箇所) (0箇所) (0)
0.00 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00

(10) (0箇所) (0箇所) (0箇所) (0箇所) (10)
839,399.77 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 839,399.77

(10) (0箇所) (0箇所) (0箇所) (0箇所) (10)
839,399.77 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 839,399.77

(163) (347) (12) (32) (18) (1) (573)
1,911,885.16 165,262.56 862,645.68 11,887.86 57,203.65 40,670.00 3,049,554.91

旧呑川緑地は大森東と糀谷の管内がまたがっているためそれぞれ集計した｡ただし、集計欄では1箇所として扱った｡

出張所名

（ ）内は箇所数

計

嶺町

田園調布

公園

久が原

雪谷

千束

一時開放地

  ３）所管別・出張所別集計表

地域基盤整備第一課
（大森地区）

計

地域基盤整備第一課
（調布地区）

管理区分

地域基盤整備第二課
（糀谷・羽田地区）

計

新井宿

羽田

鵜の木

糀谷

大森東

公園等総面積

区管理分合計

海上公園
（都立公園）

大森東

入新井

田園調布

海上公園合計

緑地広場管理公社
計

大森西

計

蒲田東

六郷

蒲田西

矢口

嶺町

鵜の木

羽田

地域基盤整備第二課
（蒲田地区）

児童公園 合計

馬込

児童遊園緑地(河川敷等） その他の緑地

池上

大森西

入新井
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野球場 テニス場

一般用 少年用

平和島公園 4 4 4

東調布公園 1 1 昭和島二丁目公園 2

多摩川ガス橋緑地 9 8 1 5

多摩川丸子橋緑地 1 1 6

多摩川緑地 19 16 3 2

多摩川六郷橋緑地 6 5 1 3

多摩川大師橋緑地 2 2 5

萩中公園 2 1 1 8 ※1

大田スタジアム 0 合 計 35

多摩川田園調布緑地 4 4 ※１

昭和島運動場 2 2 ※２ サッカー
合 計 50 39 11

昭和島二丁目公園 1 少年用

多摩川緑地 2

ガス橋球技場 1

ガス橋小球技場 1 少年用

1

1 少年用

森ケ崎公園 1 少年用

多摩川田園調布緑地 1 ※1

（※1）行政区域内の施設数である。（※2）一時開放運動場である。 合 計 9 ※3

（平成31年4月～令和2年3月）

（単位：コマ）

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

野球場 35 16,239 2,868 17.7 8,782 7,615 86.7 25,021 10,483 41.9

野球場
（ナイタ－）

3 1,000 558 55.8 480 301 62.7 1,480 859 58.0

少年野球場 12 7,013 1,098 15.7 4,552 4,444 97.6 11,565 5,542 47.9

テニス場 27 20,051 14,187 70.8 9,756 9,485 97.2 29,807 23,672 79.4

テニス場
（ナイタ－）

8 3,496 2,832 81.0 1,617 1,533 94.8 5,113 4,365 85.4

サッカー場（少年
サッカー場含む）

8 3,167 1,197 37.8 2,628 2,298 87.4 5,795 3,495 60.3

フットサル場 7 6,703 311 4.6 457 220 48.1 7,160 531 7.4

フットサル場
（ナイター）

3 1,385 734 53.0 688 404 58.7 2,073 1,138 54.9

ビーチバレー場 4 3,798 847 22.3 1,789 1,241 69.4 5,587 2,088 37.4

多目的広場、
グラウンド

8 1,742 703 40.4 1,046 701 67.0 2,788 1,404 50.4

キャンプ場 4 1,487 375 25.2 711 569 80.0 2,198 944 43.0

ゲートボール場 6 3,496 3,122 89 1,472 1,282 87 4,968 4,404 88.7

合 計 125 69,577 28,832 41.4 33,978 30,093 88.6 103,555 58,925 56.9

大人 子供 計 大人 子供 計 大人 子供 計

11,614 21,270 32,884 29,788 6,004 35,792 41,402 27,274 68,676

27,630 27,900 55,530 34,009 12,180 46,189 61,639 40,080 101,719

41,395 43,915 85,310 37,549 15,140 52,689 78,944 59,055 137,999

80,639 93,085 173,724 101,346 33,324 134,670 181,985 126,409 308,394

※多摩川田園調布緑地の施設は除く

（２）運動施設・有料施設調書

施設名 面数
利用区分

備考 施設名

備考

面数 備考

平和の森公園

多摩川ガス橋緑地

多摩川六郷橋緑地

下丸子公園

　平日昼間の施設数である。夜間や土休日等は、利用形態を変えて使用して
いる所があるため、有料施設別集計表の施設数と異なる。

田園調布南・鵜の木緑地球技場

田園調布南・鵜の木緑地小球技場

（３）運動場施設等利用状況

森ケ崎公園

本羽田公園

多摩川田園調布緑地

施設名 面数

　１）施設別集計表

面数
平 日 土・日・休 合 計

水泳場
（入場者数）

夏期 温水期 合 計

平和島公園(大森)

東調布公園(調布)

萩中公園(糀谷・羽田)

合 計

交通公園
遊具貸出数

平 日 土・日・休 合 計

合  計 143,409 175,848 319,257

（※3）昭和島二丁目公園及び森ケ崎公園の少年用サッカー場（1面）は、フットサルコート（3面）としても利用可能である。
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（単位：コマ）

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

昭和島 2 937 235 25.1 593 574 96.8 1,530 809 52.9

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

平和島 1 352 154 43.8 154 89 57.8 506 243 48.0

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

平和島公園 4 2,929 845 28.9 2,147 2,143 99.8 5,076 2,988 58.9

昭和島（3号面） 1 465 465 100.0 465 465 100.0

合  計 5 2,929 845 28.9 2,612 2,608 99.9 5,541 3,453 62.3

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

平和の森公園 4 3,933 3,545 90.1 1,947 1,917 98.5 5,880 5,462 92.9

昭和島二丁目公園 2 2,146 949 44.2 1,013 975 96.3 3,159 1,924 60.9

6 6,079 4,494 73.9 2,960 2,892 97.7 9,039 7,386 81.7

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

平和の森公園 4 1,675 1,430 85.4 828 790 95.4 2,503 2,220 88.7

昭和島二丁目公園 2 924 564 61.0 443 401 90.5 1,367 965 70.6

6 2,599 1,994 76.7 1,271 1,191 93.7 3,870 3,185 82.3

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

昭和島二丁目公園 1 587 587 100.0 587 587 100.0

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

大森ふるさとの浜辺公園 1 947 151 16.0 457 220 48.1 1,404 371 26.4

昭和島二丁目公園 3 3,251 144 4.4 3,251 144 4.4

合　計 4 4,198 295 7.0 457 220 48.1 4,655 515 11.1

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

昭和島二丁目公園 3 1,385 734 53.0 688 404 58.7 2,073 1,138 54.9

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

大森東水辺スポーツ広場 4 3,798 847 22.3 1,789 1,241 69.4 5,587 2,088 37.4

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

京浜島防災広場 1 0.0 227 227 100.0 227 227 100.0

本門寺公園 1 246 35 14.2 120 9 7.5 366 44 12.0

合  計 2 246 35 14.2 347 236 68.0 593 271 45.7

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

平和島公園 3 1,272 347 27.3 616 492 79.9 1,888 839 44.4

本門寺公園 1 215 28 13.0 95 77 81.1 310 105 33.9

合  計 4 1,487 375 25.2 711 569 80.0 2,198 944 43.0

大人 子供 計 大人 子供 計 大人 子供 計

9,141 22,459 31,600 44,518 43,547 88,065 53,659 66,006 119,665

２）所管別一覧表

①地域基盤整備第一課（大森地区）

野球場 面数
平 日 土・日・休 合 計

野球場
（ナイター）

面数
平 日 土・日・休 合 計

少年野球場 面数
平 日 土・日・休 合 計

テニス場 面数
平 日 土・日・休 合 計

テニス場
（ナイター）

面数
平 日 土・日・休 合 計

少年サッカー場 面数
平 日 土・日・休 合 計

フットサル場 面数
平 日 土・日・休 合 計

フットサル場
（ナイター）

面数
平 日 土・日・休 合 計

ビーチバレー場
（ビーチテニス含む）

面数
平 日 土・日・休 合 計

多目的広場、
グラウンド

面数
平 日 土・日・休 合 計

キャンプ場 面数
平 日 土・日・休 合 計

フィールドアスレチック
（入場者数）

平 日 土・日・休 合 計

平和の森公園
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池上梅園 室数 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 大人 子供 免除等 合 計

聴雨庵 1 584 86 14.7 25,916 1,793 30,607 58,316

清月庵 1 584 76 13.0

和室 3 1,638 719 43.9

合 計 5 2,806 881 31.4

弓道場 3,773 弓道場 176

アーチェリー場 3,424 アーチェリー場 86

7,197 相撲場 80

342

（単位：コマ）

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

東調布公園 1 592 324 54.7 404 251 62.1 996 575 57.7

野球場

（ナイタ－） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

東調布公園 1 324 185 57.1 164 87 53.1 488 272 55.7

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

多摩川台公園 1 244 115 47.1 115 19 16.5 359 134 37.3

（単位：コマ）

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

ガス橋緑地 8 3,274 595 18.2 1,778 1,546 87.0 5,052 2,141 42.4

多摩川緑地 16 7,219 1,038 14.4 3,857 3,335 86.5 11,076 4,373 39.5

六郷橋緑地 5 2,346 129 5.5 1,163 990 85.1 3,509 1,119 31.9

大師橋緑地※ 2 1,033 142 13.8 463 463 100.0 1,496 605 40.4

合 計 31 13,872 1,904 13.7 7,261 6,334 87.2 21,133 8,238 39.0

※大師橋緑地は少年野球場としての利用も含む

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

ガス橋緑地 1 543 15 2.8 224 224 100.0 767 239 31.2

丸子橋緑地 1 543 13 2.4 233 233 100.0 776 246 31.7

多摩川緑地 3 1,704 69 4.1 726 622 85.7 2,430 691 28.4

六郷橋緑地 1 572 27 4.7 236 236 100.0 808 263 32.6

合  計 6 3,362 124 3.7 1,419 1,315 92.7 4,781 1,439 30.1

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

ガス橋緑地 5 1,831 754 41.2 1,029 978 95.0 2,860 1,732 60.6

六郷橋緑地 6 2,656 632 23.8 1,250 1,158 92.6 3,906 1,790 45.8

下丸子公園 2 2,110 2,044 96.9 840 834 99.3 2,950 2,878 97.6

合 計 13 6,597 3,430 52.0 3,119 2,970 95.2 9,716 6,400 65.9

テニス場

（ナイタ－） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

下丸子公園 2 897 838 93.4 346 342 98.8 1,243 1,180 94.9

池上梅園
入場者数

平和の森公園
（個人利用者数）

平和の森公園
（団体利用数）

合 計

合 計

交通公園
遊具貸出数

平 日 土・日・休 合 計

入新井西 17,499 16,345 33,844

大森西 21,073 22,223 43,296

合 計 38,572 38,568 77,140

②地域基盤整備第一課　調布基盤整備事務所（調布地区）

野球場 面数
平 日 土・日・休 合 計

面数
平 日 土・日・休 合 計

交通公園
遊具貸出数

平 日 土・日・休 合 計

合 計

東調布 64,098 82,687 146,785

多目的広場、
グラウンド

面数
平 日 土・日・休

面数
平 日 土・日・休 合 計

合 計

③地域基盤整備第二課

野球場 面数
平 日 土・日・休

少年野球場 面数
平 日 土・日・休 合 計

テニス場

面数
平 日 土・日・休 合 計
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貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

ガス橋球技場 1 530 264 55.5 245 213 86.9 775 477 61.6

ガス橋小球技場 1 520 319 61.3 245 220 89.8 765 539 70.5

多摩川緑地 2 1,077 449 38.1 478 404 84.5 1,555 853 54.9

田園調布南・鵜の木緑地球技場 1 529 143 27.0 245 200 81.6 774 343 44.3

田園調布南・鵜の木緑地小球技場 1 511 22 4.3 245 106 43.3 756 128 16.9

合 計 6 3,167 1,197 37.8 1,458 1,143 78.4 4,625 2,340 50.6

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

大師橋緑地多目的広場 1 584 541 92.6 234 211 90.2 818 752 91.9

大師橋緑地トラック 1 127 5 3.9 64 3 4.7 191 8 4.2

区民広場 1 127 7 5.5 64 20 31.3 191 27 14.1

合  計 3 838 553 66.0 362 234 64.6 1,200 787 65.6

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

六郷橋緑地 6 3,496 3,122 89.3 1,472 1,282 87.1 4,968 4,404 88.7

④地域基盤整備第二課　糀谷・羽田地域基盤整備事務所（糀谷・羽田地区） （単位：コマ）

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

萩中公園 1 838 405 48.3 524 456 87.0 1,362 861 63.2

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

萩中公園 1 324 219 67.6 162 125 77.2 486 344 70.8

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

萩中公園 1 722 129 17.9 521 521 100.0 1,243 650 52.3

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

森ケ崎公園 3 2,385 2,067 86.7 1,242 1,240 99.8 3,627 3,307 91.2

本羽田公園 5 4,990 4,196 84.1 2,435 2,383 97.9 7,425 6,579 88.6

合 計 8 7,375 6,263 84.9 3,677 3,623 98.5 11,052 9,886 89.5

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

森ケ崎公園 1 0 0 0.0 583 568 97.4 583 568 97.4

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

森ケ崎公園 3 2,505 16 0.6 0 0 0.0 2,505 16 0.6

貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％） 貸出枠 利用枠 稼働率（％）

森ケ崎公園 2 414 0 0.0 222 212 95.5 636 212 33.3

施設名 面数

野球場 4

少年野球場 1

サッカー場 2

テニス場 17

※大田区・世田谷区が共同で多摩川緑地広場管理公社に委託しており、運動施設の管理運営は同公社によってなされている。

※多摩川田園調布緑地の利用状況は、（１）の「施設別集計表」には含まれていない。

合 計

萩中

合 計

土・日・休 合 計

フットサル場

95,332

平 日 土・日・休

多目的広場、
グラウンド

面数
平 日

8,188 17,516

面数
平 日 土・日・休 合 計

ゲートボール場 面数
平 日 土・日・休 合 計

サッカー場

野球場 面数
平 日 土・日・休 合 計

多目的広場、
グラウンド

面数
平 日 土・日・休 合 計

合 計

少年野球場 面数
平 日 土・日・休 合 計

テニス場 面数
平 日 土・日・休

野球場
（ナイター）

面数
平 日 土・日・休

32,551 45,265 77,816

合 計

少年サッカー場 面数
平 日 土・日・休 合 計

⑤多摩川田園調布緑地（多摩川緑地広場管理公社）

面数

交通公園
遊具貸出数

平 日 土・日・休

9,328森ヶ崎

合計 40,739 54,593

貸出枠 利用枠 稼動率（％）

2,206 1,145 51.9

8,193 5,317 64.9

652 230 35.3

1,245 623 50.0
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（４） 現況公園一覧
 １）公園

  ①大森地区

公園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 池上五丁目 池上5-15-18 2,121.59 S55.05.15 地域基盤整備第一課 誰A1

2
池上梅園
　　　※名称に公園は付かない

池上2-2-13、
池上2-3-2

9,880.82 S53.08.26 地域基盤整備第一課
A1、誰B1、管理
棟内

3 入新井 大森北1-20-1 3,001.65 S25.10.10 地域基盤整備第一課 誰A1

4 入新井西
大森北4-27-3、
大森北1-39-1

2,589.61 S28.04.01 地域基盤整備第一課 誰A1、誰Ｃ１、 C2

5 入三西 大森北5-3-11 1,020.83 H08.03.31 地域基盤整備第一課 C1

6 不入斗パーク 大森北4-25-2 1,312.10 H05.03.30 地域基盤整備第一課 C1

7 大倉山 南馬込3-24-1 2,809.74 S56.04.08 地域基盤整備第一課 C1 ○

8 おおたキャナルサイドウォーク
平和島6-2-2、
平和島6-4-51

5,600.13 H30.04.01 地域基盤整備第一課 なし

9 大森北 大森北2-18-2 1,927.50 S40.04.01 地域基盤整備第一課 誰A1

10 大森山谷 大森中1-5-1 1,339.25 S35.10.01 地域基盤整備第一課 C1

11 大森諏訪 大森西3-3-10 1,286.32 H20.04.01 地域基盤整備第一課 誰A1

12 大森東一 大森東1-28-20 966.11 S60.01.15 地域基盤整備第一課 なし

13 大森西交通 大森西3-4-19 3,300.23 S51.05.01 地域基盤整備第一課 誰C1

14 大森西三丁目 大森西3-2-30 1,337.14 S48.03.31 地域基盤整備第一課 A1

15 大森西七丁目 大森西7-9-5 1,045.44 S51.03.19 地域基盤整備第一課 誰A1

16 大森西四丁目 大森西4-10-19 1,408.01 S47.04.01 地域基盤整備第一課 誰A1

17 大森東一丁目第一 大森東1-35-6 6,856.45 S60.01.15 地域基盤整備第一課 誰A1 ○

18 大森東一丁目第二 大森東1-36-9 2,080.94 S60.08.25 地域基盤整備第一課 B1

19 大森ふるさとの浜辺
ふるさとの浜辺公園1-1、
平和の森公園2-2ほか 128,325.07 H19.04.01 地域基盤整備第一課

誰A2、A1、休憩
所内

●

20 大森三輪 大森西5-2-12 1,606.16 S54.02.10 地域基盤整備第一課 C1 ○

21 女塚なかよし
池上5-24-6、
池上5-27-16

1,699.33 H06.03.30 地域基盤整備第一課 C1

22 春日 中央1-9-15 1,162.41 H07.03.31 地域基盤整備第一課 C1

23 北馬込寺郷 北馬込2-14-7 1,035.63 S58.05.15 地域基盤整備第一課 C1

24 北馬込わくわく 北馬込1-7-9 2,246.43 S54.12.10 地域基盤整備第一課 誰A1

25 桐里自然 南馬込6-15-8 1,061.20 H03.03.22 地域基盤整備第一課 C1

26
古径
(旧　南馬込一丁目南児童公園)

南馬込1-59-22 918.01 H26.04.01 地域基盤整備第一課 なし

27 さくら通り三丁目 中央3-33-6 1,201.46 H07.03.31 地域基盤整備第一課 C1 ○

28 桜並木 南馬込4-11-12 1,188.71 S63.03.16 地域基盤整備第一課 誰A1

29 山王 山王3-32-6 2,172.71 S50.04.01 地域基盤整備第一課 A1

30 山王花清水 山王4-23-3 1,045.11 H09.03.31 地域基盤整備第一課 なし

31 三和 大森西2-22-2 1,073.35 S50.04.01 地域基盤整備第一課 なし

32 昭和島二丁目 昭和島2-3-1 24,633.55 H30.04.01 地域基盤整備第一課 A1、管理棟内

33 昭和島南緑道 昭和島1-7-2 6,557.86 H24.04.01 地域基盤整備第一課 なし

34 清花 大森北2-8-5 2,902.47 S36.01.17 地域基盤整備第一課 誰A1

35 蘇峰 山王1-41-21 4,190.40 S63.04.20 地域基盤整備第一課 なし（山王草堂内）

36 たぬき山 南馬込1-13-6 3,028.45 S45.04.01 地域基盤整備第一課 C1

37 中央五丁目 中央5-14-1 2,175.41 S59.04.20 地域基盤整備第一課 C1 ○

38 鶴渡 大森西6-12-1 3,293.91 S28.09.01 地域基盤整備第一課 誰S1 ○

39 徳持 池上8-20-10 2,776.85 S47.04.01 地域基盤整備第一課 誰A1

40 徳持ポニー 池上6-30-11 1,019.31 H07.03.31 地域基盤整備第一課 C1

41 中馬込貝塚 中馬込1-19-3 1,408.50 S54.08.25 地域基盤整備第一課 C1

（令和2年4月1日現在）
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公園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

42 平和島 平和島4-2-2 74,492.00 S45.06.01 地域基盤整備第一課 誰S1、A4、B1、C1

43 平和の森 平和の森公園2-1 104,839.39 S57.05.22 地域基盤整備第一課
誰A5、B1、C3、
管理棟内

44 本門寺 池上1-11-1 28,366.05 S26.01.30 地域基盤整備第一課 誰A1、誰B1、C2

45 馬込西 西馬込2-8-15 5,563.47 S41.06.03 地域基盤整備第一課 誰A1

46 馬込二本木 西馬込1-9-21 1,238.03 H02.12.13 地域基盤整備第一課 C1

47 馬込ゆりの木 西馬込1-27-12 1,377.34 H04.04.01 地域基盤整備第一課 C1

48 南馬込うえだい 南馬込4-1-24 1,029.46 H07.03.15 地域基盤整備第一課 C1 ○

49 南馬込五丁目 南馬込5-12-7 971.60 S50.04.01 地域基盤整備第一課 C1

50 都堀
大森東1-30-1､
大森本町2-23-1

11,960.27 S49.04.10 地域基盤整備第一課 誰A1、C1

51 湯殿 南馬込5-18-10 1,542.95 S60.05.10 地域基盤整備第一課 C1

52 龍子 南馬込4-49-11 2,564.84 H16.07.01
（公財）大田区文化振興協
会

なし（龍子記念館
内）

53 若竹 大森西1-8-20 1,238.10 S48.03.31 地域基盤整備第一課 誰A1 ○

481,789.65

  ②調布地区

公園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 石川 石川町2-19-1 1,090.90 S35.10.15 地域基盤整備第一課 C1

2 石川町上の台 石川町1-3-2 1,977.33 S60.04.20 地域基盤整備第一課 C1

3 鵜の木松山 鵜の木1-6-1 9,029.65 S61.07.10 地域基盤整備第一課 C1

4 かにくぼ 北嶺町17-13 2,518.96 H02.03.31 地域基盤整備第一課 B1

5 上池台射水坂 上池台4-19-4 1,408.02 S50.04.01 地域基盤整備第一課 誰A1

6 上池台三丁目 上池台3-16-15 2,263.15 S50.05.01 地域基盤整備第一課 誰A1

7 上池台四丁目 上池台4-41-5 813.37 S49.05.20 地域基盤整備第一課 C1

8 久が原 久が原3-27-18 1,816.42 S62.04.28 地域基盤整備第一課 誰B1

9 くさっぱら 千鳥1-1-3 1,299.60 H04.03.31 地域基盤整備第一課 C1

10 小池 上池台1-36-1 11,235.11 S44.03.20 地域基盤整備第一課 誰A1

11 水神 南雪谷5-10-14 1,121.42 H26.04.01 地域基盤整備第一課 誰B1（休憩所横）

12 洗足池 南千束2-14-5 77,964.94 H02.04.01 地域基盤整備第一課 誰A4

13 多摩川台 田園調布1-63-1 68,052.25 S28.06.15 地域基盤整備第一課
誰A3、誰B1、B1、
C1

14 千鳥いこい 久が原6-26-5 6,200.43 S58.04.30 地域基盤整備第一課 誰B2

15 つきやま 千鳥2-3-15 1,206.16 H06.02.01 地域基盤整備第一課 C1

16 田園調布一丁目東 田園調布1-22-3 1,239.96 H08.03.20 地域基盤整備第一課 C1

17 田園調布せせらぎ 田園調布1-53-10 34,664.81 H20.04.01 地域基盤整備第一課 誰S1、誰A2
●

（3団体）

18 田園調布南 田園調布南3-8 2,085.79 S59.04.20 地域基盤整備第一課 C1

19 東中 東雪谷4-3-23 2,101.86 H21.07.24 地域基盤整備第一課 誰C1

20 西嶺高砂 西嶺町30-15 1,996.54 H05.12.27 地域基盤整備第一課 C1

21 東調布
南雪谷5-12-1、
南雪谷5-13-1

25,229.12 S39.04.01 地域基盤整備第一課 誰S1、C1

22 東原くすのき 田園調布本町1-6 1,520.89 H01.11.22 地域基盤整備第一課 C1

23 東嶺 東嶺町26-18 1,243.47 S58.03.05 地域基盤整備第一課 C1 ○

24 東雪谷二丁目 東雪谷2-3-25 822.95 S49.08.30 地域基盤整備第一課 なし

25 ふくし 雪谷大塚町13-20 1,317.90 H07.03.31 地域基盤整備第一課 なし ○

26 宝来 田園調布3-31-1 12,408.99 S25.10.01 地域基盤整備第一課 誰A1、C2

272,629.99

公園　（大森地区）　合計

公園　（調布地区）　合計
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  ③蒲田地区

公園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 いずも 南六郷1-10-1 973.80 S51.06.01 地域基盤整備第二課 C1 ○

2 蒲田一丁目 蒲田1-7-2 4,204.13 S48.10.09 地域基盤整備第二課 誰A1

3 蒲田交差
蒲田5-1-5先､
西蒲田7-1-1先

674.32 S42.09.30 地域基盤整備第二課 なし

4 蒲田本町一丁目 蒲田本町1-1-5 4,223.12 S54.08.01 地域基盤整備第二課 C1

5 蒲田本町二丁目 蒲田本町2-30-7 2,048.46 S48.03.31 地域基盤整備第二課 誰A1

6 くすのき 下丸子4-24-1 2,373.57 H02.07.02 地域基盤整備第二課 A1 ○

7 京浜蒲田 蒲田4-17-7 1,009.35 S40.10.01 地域基盤整備第二課 誰A1 ○

8 下丸子 下丸子4-21-2 12,812.81 S59.03.31 地域基盤整備第二課 誰A1 ○

9 下丸子多摩川 下丸子2-24-31 3,013.23 S56.02.25 地域基盤整備第二課 C1

10 下丸子なかよし 下丸子2-18-10 1,063.82 S61.04.20 地域基盤整備第二課 C1 ○

11 下丸子二丁目 下丸子2-24-27 1,811.42 S49.05.15 地域基盤整備第二課 誰A1

12 下丸子余情 下丸子4-9-3 1,023.51 H08.03.20 地域基盤整備第二課 C1 ○

13 新蒲田 新蒲田1-18-24 1,878.02 S46.04.20 地域基盤整備第二課 C1 ○

14 聖蹟蒲田梅屋敷 蒲田3-25-6 4,364.66 S28.10.15 地域基盤整備第二課 A1

15 タワーふれあい 多摩川2-24-43 1,015.36 H10.09.11 地域基盤整備第二課 なし ○

16 仲蒲田 蒲田4-35-1 3,281.28 S34.03.09 地域基盤整備第二課 誰S1

17 仲六郷三丁目 仲六郷3-7-2 1,246.92 S51.03.24 地域基盤整備第二課 C1

18 仲六郷三丁目第二 仲六郷3-19-1 964.86 S53.01.20 地域基盤整備第二課 誰B1

19 仲六郷二丁目 仲六郷2-4-7 1,357.57 R02.04.01 地域基盤整備第二課 誰A1

20 南光 南六郷1-29-3 1,385.80 S52.12.24 地域基盤整備第二課 C1

21 南二くすのき
南蒲田2-9-12、
南蒲田2-10-8

1,171.19 H06.03.27 地域基盤整備第二課 C2
○

（2団体）

22 南蒲 西糀谷1-12-20 2,313.14 S50.05.19 地域基盤整備第二課 誰A1 ○

23 西蒲田 西蒲田8-6-12 4,103.73 S43.06.03 地域基盤整備第二課 誰S1

24 西六郷（タイヤ） 西六郷1-6-1 5,691.22 S44.03.31 地域基盤整備第二課 誰A1

25 西六郷三丁目 西六郷3-16-16 5,829.12 S51.05.01 地域基盤整備第二課 誰A1

26 西六郷四丁目 西六郷4-27-14 1,010.00 S54.11.15 地域基盤整備第二課 C1 ○

27 八幡塚 南六郷3-15-17 1,425.35 S50.04.01 地域基盤整備第二課 A1

28 東蒲田 東蒲田1-11-17 2,011.31 H24.03.31 地域基盤整備第二課 誰A1

29 東蒲田二丁目 東蒲田2-32-1 1,326.62 S50.04.01 地域基盤整備第二課 誰A1

30 東矢口三丁目 東矢口3-24-8 795.36 S47.04.01 地域基盤整備第二課 C1

31 東六郷一丁目 東六郷1-14-19 1,400.15 S49.07.10 地域基盤整備第二課 B1 ○

32 本蒲田 蒲田5-35-1 2,049.25 S35.12.03 地域基盤整備第二課 誰S1

33 道塚南
新蒲田3-29-1、
新蒲田3-30-1

1,051.70 H09.03.31 地域基盤整備第二課 C1

34 南蒲田三丁目さくら 南蒲田3-15-3 1,275.33 H07.12.12 地域基盤整備第二課 C1 ○

35 南三堤 南六郷3-23-17 2,821.86 H17.03.31 地域基盤整備第二課 誰B1 ○

36 南六郷 南六郷2-35-4 8,395.03 S50.04.01 地域基盤整備第二課 誰B1 ●

37 夫婦橋親水 南蒲田1-4先 1,655.90 H12.03.10 地域基盤整備第二課 C1

38 矢口せせらぎ 矢口1-23-6 1,061.97 H08.03.15 地域基盤整備第二課 C1 ○

39 矢口二丁目 矢口2-21-30 3,268.00 S47.04.01 地域基盤整備第二課 誰A1

40 矢口二丁目小 矢口2-21-17 883.07 S47.04.01 地域基盤整備第二課 C1
○

（2団体）

100,265.31公園　（蒲田地区）合計
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  ④糀谷・羽田地区

公園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 あさひ海老取川 羽田旭町11-1 8,121.48 H25.09.27 地域基盤整備第二課 誰A1

2 海老取川 東糀谷6-4-1 2,644.51 H04.04.17 地域基盤整備第二課 C1

3 桜梅 大森南2-23-12 2,432.22 H05.12.27 地域基盤整備第二課 A1

4 大森南一丁目 大森南1-24-6先 3,346.56 S43.03.18 地域基盤整備第二課 誰A1

5 大森南第一 大森南1-12-16 1,081.90 S54.05.10 地域基盤整備第二課 誰C1、C2

6 大森南四丁目 大森南4-14-2 1,396.34 S55.03.01 地域基盤整備第二課 C1

7 大四前くすのき 大森南3-24-16 1,198.88 H06.02.01 地域基盤整備第二課 誰C1

8 北糀谷一丁目 北糀谷1-1-18 1,538.26 S52.08.15 地域基盤整備第二課 C1

9 北糀谷中央 北糀谷1-15-3 2,248.09 S59.04.20 地域基盤整備第二課 誰A1 ○

10 貴船堀 大森東5-1-1先 3,723.67 S45.03.31 地域基盤整備第二課 誰A1
○

(2団体)

11 仲江名 西糀谷1-17-19 978.83 S53.03.30 地域基盤整備第二課 C1

12 西糀谷さざんか 西糀谷2-14-14 1,669.85 S57.02.05 地域基盤整備第二課 C1 ○

13 西糀谷二丁目南 西糀谷2-26-2 1,122.42 S50.04.01 地域基盤整備第二課 C1

14 萩中
萩中3-25-26、
萩中3-26-46

64,114.78 S38.06.15 地域基盤整備第二課 誰A2

15 萩中一丁目 萩中1-3-19 1,744.83 S49.10.01 地域基盤整備第二課 誰A1 ○

16 萩中くすのき 萩中1-7-29 2,106.94 S62.04.01 地域基盤整備第二課 B1

17 羽田西前 羽田2-6-3先 2,430.53 S44.03.31 地域基盤整備第二課 誰A1、C1

18 東糀谷あおぞら 東糀谷6-7-37 2,057.34 H12.03.31 地域基盤整備第二課 C1

19 東糀谷いきいき 東糀谷5-17-4 1,243.65 H05.03.29 地域基盤整備第二課 C1

20 東糀谷一丁目 東糀谷1-4-10 1,299.32 S49.04.10 地域基盤整備第二課 誰A1

21 東糀谷一丁目呑川 東糀谷1-6-21 2,154.99 S63.01.01 地域基盤整備第二課 C1

22 東糀谷五丁目 東糀谷5-3-12 2,135.76 S63.04.01 地域基盤整備第二課 C1

23 東糀谷第一 東糀谷6-8-30 8,263.86 S50.07.20 地域基盤整備第二課 誰A1

24 東糀谷第二 東糀谷6-3-1 840.62 S50.04.01 地域基盤整備第二課 なし

25 東糀谷防災 東糀谷4-5-1 27,945.20 H22.04.01 地域基盤整備第二課
誰A2、誰A1(管理
棟内)

26 本羽田
本羽田3-23-10､
本羽田3-29-4

12,366.73 S43.03.18 地域基盤整備第二課 B1、C1

27 本羽田一丁目 本羽田1-14-13 1,450.00 S54.05.10 地域基盤整備第二課 C1 ○

28 本羽田第三 本羽田2-10-15 2,457.94 S52.04.20 地域基盤整備第二課 C2 ○

29 本羽田本町 本羽田1-6-2 1,014.47 S55.08.25 地域基盤整備第二課 C1 ○

30 見晴らしばし
大森東5-14先から
大森東5-28先

3,251.05 H25.04.01 地域基盤整備第二課 なし

31 森ケ崎 大森南5-2-111 37,805.12 S55.04.19 地域基盤整備第二課 誰Ｓ1

32 森ヶ崎海岸
大森南4-4先から
大森南5-6先

7,511.42 H25.04.01 地域基盤整備第二課 誰B1、B1

33 森ヶ崎交通 大森南4-9-3 2,624.81 H23.11.03 地域基盤整備第二課 誰A1

34 六間堀仲羽 羽田4-18-12 1,478.07 H09.03.26 地域基盤整備第二課 C1

217,800.44公園　（糀谷・羽田地区）　合計
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 ２）児童公園

  ①大森地区

児童公園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 あさひが丘 南馬込3-3-10 251.61 H05.03.24 地域基盤整備第一課 なし

2 あずまにこにこ 東馬込1-49-3 307.68 S55.12.20 地域基盤整備第一課 なし

3 天沼 北馬込2-36-13 968.40 S49.12.03 地域基盤整備第一課 C1 ○

4 新井宿 中央4-31-10 592.09 S26.12.19 地域基盤整備第一課 誰B1

5 新井宿第一 山王3-4-8 599.40 S32.10.30 地域基盤整備第一課 誰B1 ○

6 新井宿七丁目 大森西4-2-19 402.50 S58.10.25 地域基盤整備第一課 C1

7 池上二丁目北野 池上2-8-8 162.12 H24.05.01 地域基盤整備第一課 なし

8 池上八丁目 池上8-22-8 643.14 S50.12.05 地域基盤整備第一課 なし

9 池上本町 池上2-12-2 179.43 S42.04.01 地域基盤整備第一課 なし

10 池上みどり 中央6-5-1 199.00 H14.03.31 地域基盤整備第一課 なし

11 池上門前 池上4-12-2 381.95 S44.03.20 地域基盤整備第一課 なし

12 池上六丁目 池上6-37-8 602.63 S49.09.01 地域基盤整備第一課 C1

13 市野倉北 中央6-18-14 334.56 S44.06.10 地域基盤整備第一課 なし ○

14 市野倉南 中央7-15-15 847.56 S43.06.03 地域基盤整備第一課 C1

15 うさぎ 大森北3-23-3 481.54 S44.10.11 地域基盤整備第一課 C1 ○

16 臼田坂 南馬込4-36-14 347.47 S45.04.01 地域基盤整備第一課 C1

17 梅田第一 南馬込6-31-19 371.18 S44.03.20 地域基盤整備第一課 なし ○

18 梅田第二 南馬込6-32-14 401.00 S44.03.20 地域基盤整備第一課 C1

19 大森北青空 大森北6-16-21 305.58 H02.03.20 地域基盤整備第一課 C1

20 大森北三丁目梅の花 大森北3-24-25 276.36 S53.04.22 地域基盤整備第一課 C1

21 大森北三丁目くすのき 大森北3-25-11 311.05 S53.04.22 地域基盤整備第一課 C1

22 大森北三丁目さくら 大森北3-25-5 601.43 S59.04.25 地域基盤整備第一課 C1 ○

23 大森北四丁目 大森北4-14-15 723.33 S47.04.01 地域基盤整備第一課 C1 ○

24 大森北六丁目 大森北6-2-19 193.54 H01.04.15 地域基盤整備第一課 C1

25 大森北六丁目南 大森北6-15-6 583.06 S60.02.15 地域基盤整備第一課 C1

26 大森中二丁目 大森中2-3-3 402.66 S57.12.28 地域基盤整備第一課 C1

27 大森仲町 大森本町2-26-17 802.10 S57.04.01 地域基盤整備第一課 誰B1

28 大森西一丁目 大森西1-12-14 652.98 S48.03.31 地域基盤整備第一課 誰A1

29 大森西一丁目北 大森西1-11-19 333.38 S57.10.20 地域基盤整備第一課 C1

30 大森西一丁目セブンパーク 大森西1-18-10 545.73 H02.02.13 地域基盤整備第一課 C1

31 大森西五丁目 大森西5-20-16 477.79 S60.04.20 地域基盤整備第一課 C1

32 大森西二丁目 大森西2-20-12 834.62 S46.04.20 地域基盤整備第一課 誰A1

33 大森西二丁目第二 大森西2-25-16 220.44 S54.05.10 地域基盤整備第一課 C1

34 大森東三丁目 大森東3-5-16 374.62 S42.12.06 地域基盤整備第一課 誰A1

35 大森東二丁目 大森東2-18-7 573.67 S55.03.01 地域基盤整備第一課 C1

36 大森堀之内 大森中3-20-10 531.07 H05.03.22 地域基盤整備第一課 C1

37 春日橋 大森北5-16-11 147.47 H11.03.12 地域基盤整備第一課 なし

38 観音通り 中央3-15-15 516.54 S42.04.01 地域基盤整備第一課 C1

39 北三 大森北3-10-8 82.11 S44.03.20 地域基盤整備第一課 なし

40 きたのこばと 南馬込2-9-1 833.65 H04.03.31 地域基盤整備第一課 B1

41 きたの天神山 南馬込2-11-7 175.86 H14.02.11 地域基盤整備第一課 なし

42 北野にこにこ 山王4-11-7 130.45 S45.04.01 地域基盤整備第一課 C1

43 北馬込わんぱく 北馬込2-4-13 491.40 H02.12.26 地域基盤整備第一課 C1
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44 桐里 南馬込6-9-1 493.50 S45.04.01 地域基盤整備第一課 C1

45 こうま 南馬込5-18-3 331.04 S42.12.06 地域基盤整備第一課 C1

46 こがねむし 大森西1-15-5 121.30 S49.11.22 地域基盤整備第一課 なし

47 鷺之森 大森東2-31-13 867.22 S49.04.01 地域基盤整備第一課 なし

48 沢田 大森北6-24-6 253.04 S57.12.28 地域基盤整備第一課 C1 ○

49 沢田東 大森西2-3-21 684.45 S52.12.24 地域基盤整備第一課 C1

50 サンサン 山王3-37-6 256.22 H07.08.01 地域基盤整備第一課 なし

51 サンサン根岸 山王3-25-1 783.38 H03.01.28 地域基盤整備第一課 C1

52 山王稲穂 山王1-39-25 431.54 S58.04.01 地域基盤整備第一課 なし

53 山王木原山 山王4-24-12 411.33 S55.05.01 地域基盤整備第一課 C1

54 山王三丁目 山王3-8-1 821.19 S49.05.20 地域基盤整備第一課 誰A1

55 山王第一 山王1-25-21 683.03 S47.04.01 地域基盤整備第一課 C1

56 山王どんぐり 山王1-39-32 204.83 S47.04.01 地域基盤整備第一課 なし

57 山王なかよし 山王1-33-16 470.06 S55.05.15 地域基盤整備第一課 なし

58 山王二丁目 山王2-8-21 545.94 S54.02.10 地域基盤整備第一課 C1

59 子母沢 中央4-28-3 456.13 H02.03.20 地域基盤整備第一課 C1

60 新五フラワー 中央2-21-16 788.72 H06.11.07 地域基盤整備第一課 C1 ○

61 しんめい 南馬込1-40-11 457.31 S42.12.06 地域基盤整備第一課 C1

62 中央一丁目 中央1-15-4 444.52 S47.04.01 地域基盤整備第一課 なし

63 中央三丁目 中央3-29-3 397.83 S57.04.20 地域基盤整備第一課 C1

64 中央二丁目 中央2-23-3 264.46 S56.09.25 地域基盤整備第一課 C1 ○

65 中央二丁目第三 中央2-9-5 361.84 S61.02.01 地域基盤整備第一課 C1

66 中央二丁目第二 中央2-4-15 377.87 S59.04.25 地域基盤整備第一課 C1

67 中央八丁目 中央8-38-1 386.87 S50.12.05 地域基盤整備第一課 なし

68 中央八丁目第二 中央8-29-4 250.00 S55.11.05 地域基盤整備第一課 なし

69 中央六丁目宮下 中央6-7-9 576.30 H01.11.12 地域基盤整備第一課 C1 ○

70 堂寺 東馬込1-43-16 742.64 H01.07.20 地域基盤整備第一課 C1

71 東和 大森西2-7-11 360.11 S49.05.08 地域基盤整備第一課 C1 ○

72 徳持 池上8-13-4 734.04 S56.04.15 地域基盤整備第一課 C1

73 徳持第二 池上8-15-8 427.90 S52.06.25 地域基盤整備第一課 C1

74 どんぐりの木 南馬込1-26-14 283.60 H08.03.31 地域基盤整備第一課 なし

75 中井 南馬込4-16-11 539.47 S60.04.20 地域基盤整備第一課 C1

76 中馬込 中馬込2-5-5 347.10 S44.03.20 地域基盤整備第一課 C1

77 中馬込一丁目 中馬込1-13-21 875.80 S60.04.20 地域基盤整備第一課 C1 ○

78 中馬込大久保 中馬込3-6-4 476.99 S53.04.22 地域基盤整備第一課 なし

79 西三 大森西3-10-6 474.16 S39.10.01 地域基盤整備第一課 C1

80 西富士見 大森西4-4-23 396.23 S44.03.20 地域基盤整備第一課 なし

81 東馬込 東馬込2-17-10 349.78 S51.03.14 地域基盤整備第一課 なし

82 東馬込霜田 東馬込1-39-9 672.16 S58.04.22 地域基盤整備第一課 C1

83 平張 南馬込3-22-7 914.99 S46.03.20 地域基盤整備第一課 なし

84 平張第二 南馬込3-7-2 880.01 S57.04.10 地域基盤整備第一課 C1

85 富士が丘 中央5-19-1 221.90 H18.03.31 地域基盤整備第一課 なし

86 文化 中央8-36-10 712.47 S47.04.01 地域基盤整備第一課 B1

87 平成 大森西2-19-4 170.21 H01.04.15 地域基盤整備第一課 なし

88 邦西 大森西4-18-8 479.29 S44.03.20 地域基盤整備第一課 誰B1
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89 ほうせいきらめき 大森西4-18-15 297.80 H28.04.01 地域基盤整備第一課 なし

90 邦西第二 大森西4-13-16 1,150.00 S54.06.20 地域基盤整備第一課 C1

91 邦西ふれあい 大森西7-1-4 451.41 H06.03.30 地域基盤整備第一課 C1

92 本町 大森本町1-9-16 165.45 S46.03.20 地域基盤整備第一課 なし

93 馬込浅間西 中馬込1-6-5 343.91 S58.03.01 地域基盤整備第一課 なし

94 馬込三本松 北馬込2-38-6 353.13 S43.06.03 地域基盤整備第一課 C1

95 まごめばし 中馬込3-29-7 702.81 S43.10.04 地域基盤整備第一課 誰A1

96 馬込松原 中馬込3-26-2 544.83 S56.04.25 地域基盤整備第一課 C1

97 みこころ 山王1-5-14 241.18 S63.10.15 地域基盤整備第一課 なし

98 みどり石川 大森北4-15-19 376.03 H15.10.01 地域基盤整備第一課 なし

99 みなみにこにこ 大森東1-26-4 231.73 S47.11.01 地域基盤整備第一課 なし

100 南馬込一丁目 南馬込1-9-3 918.10 S51.07.20 地域基盤整備第一課 なし

101 南馬込さくら 南馬込6-5-7 535.53 S60.05.10 地域基盤整備第一課 C1

102 南馬込中和 南馬込4-26-5 448.51 S60.04.20 地域基盤整備第一課 C1

103 美原 大森東1-13-8 2,045.22 S26.12.19 地域基盤整備第一課 誰A1 ○

104 宮ノ下 中馬込3-19-11 813.59 S43.06.03 地域基盤整備第一課 C1

105 宮ノ下にこにこ 中馬込3-23-33 488.14 H28.10.11 地域基盤整備第一課 誰B1

106 三輪 大森西5-3-3 628.09 S47.04.01 地域基盤整備第一課 A1 ○

107 谷戸 大森西5-14-3 451.26 S42.04.01 地域基盤整備第一課 C1

108 八幡橋 大森本町1-6-1先 846.51 H24.01.01 地域基盤整備第一課 C1

109 ゆうやけ 中馬込3-25-2 465.64 S61.04.20 地域基盤整備第一課 C1

110 龍子 中央4-1-11 611.19 H03.03.15 地域基盤整備第一課 C1

54,482.98

  ②調布地区

児童公園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 あおぞら 鵜の木2-40-7 331.74 S43.06.03 地域基盤整備第一課 C1 ○

2 あすなろ 北千束3-2-9 358.73 S53.03.18 地域基盤整備第一課 C1 ○

3 池上三丁目 池上3-4-4 440.91 S49.10.01 地域基盤整備第一課 なし

4 池上平和 池上3-2-16 375.55 S48.04.01 地域基盤整備第一課 なし

5 石川台 石川町2-33-2 133.97 S57.04.01 地域基盤整備第一課 なし

6 石川町二丁目 石川町2-2-14 981.03 S52.04.20 地域基盤整備第一課 なし

7 石川町二丁目第三 石川町2-15-3 363.57 H02.03.23 地域基盤整備第一課 C1

8 石川町二丁目第二 石川町2-12-7 632.20 H02.03.23 地域基盤整備第一課 C1

9 市ヶ谷方 南雪谷4-13-16 440.87 H02.02.27 地域基盤整備第一課 C1

10 稲荷坂 上池台5-15-5 721.32 S62.04.28 地域基盤整備第一課 C1

11 入船 東嶺町8-1 240.74 S60.02.15 地域基盤整備第一課 C1

12 鵜の木三丁目 鵜の木3-22-13 440.85 S52.06.25 地域基盤整備第一課 C1 ○

13 鵜の木三丁目中央 鵜の木3-24-13 783.71 S57.04.30 地域基盤整備第一課 C1 ○

14 鵜の木二丁目 鵜の木2-32-20 790.32 S50.12.10 地域基盤整備第一課 誰B1

15 大久保坂 上池台5-17-10 173.00 H16.12.01 地域基盤整備第一課 なし

16 女堀緑地 鵜の木1－5－21 260.52 H29.03.01 地域基盤整備第一課 なし

17 御嶽 東嶺町43-13 236.89 H04.03.31 地域基盤整備第一課 C1

18 開光坂 上池台3-26-16 217.81 S49.10.01 地域基盤整備第一課 なし

19 上呑川 石川町1-25-10 231.76 H06.03.25 地域基盤整備第一課 なし

20 北千束 北千束2-19-9 340.50 S47.04.01 地域基盤整備第一課 なし ○

21 北千束北 北千束1-29-12 741.03 S61.04.25 地域基盤整備第一課 C1 ○

22 北嶺町 北嶺町3-22 430.25 S59.04.25 地域基盤整備第一課 C1

児童公園　（大森地区）　合計
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23 久が里 久が原3-13-7 410.90 S59.03.31 地域基盤整備第一課 C1

24 久が原さくら 久が原5-7-20 519.44 H05.03.26 地域基盤整備第一課 C1

25 久が原清水坂 久が原4-3-5 561.58 S57.10.15 地域基盤整備第一課 C1

26 久が原なかよし 久が原2-16-16 835.49 S58.04.22 地域基盤整備第一課 C1

27 久が原二丁目 久が原2-10-6 318.36 S54.03.20 地域基盤整備第一課 なし ○

28 久が原東 久が原5-4-22 337.24 S47.04.01 地域基盤整備第一課 なし

29 久が原光 久が原5-4-10 528.95 H02.12.26 地域基盤整備第一課 C1 ○

30 久が原久根 久が原2-3-1 457.79 H09.03.31 地域基盤整備第一課 C1

31 久が原南 久が原5-29-4 138.00 S47.02.01 地域基盤整備第一課 なし ○

32 久が原南台 久が原5-24-10 731.25 S60.04.20 地域基盤整備第一課 C1 ○

33 久が原四丁目 久が原4-16-7 310.50 S52.04.10 地域基盤整備第一課 なし

34 桑の木 石川町1-17-13 330.00 S53.04.23 地域基盤整備第一課 なし

35 コアラ 南久が原1-16-19 351.18 S60.03.30 地域基盤整備第一課 なし

36 小池けやき 上池台1-48-20 549.92 H04.03.17 地域基盤整備第一課 C1 ○

37 ことり 南久が原2-14-6 548.94 H03.03.29 地域基盤整備第一課 C1

38 こばと 千鳥1-1-25 363.98 S47.04.01 地域基盤整備第一課 なし

39 サンキュー 田園調布本町39-15 115.00 H23.06.01 地域基盤整備第一課 なし

40 三本松 上池台3-29-7 477.73 H02.03.20 地域基盤整備第一課 C1

41 しばざくらきんたろう 石川町2-24-2 588.27 H08.03.31 地域基盤整備第一課 C1

42 清水窪 北千束1-19-3 233.12 S46.03.20 地域基盤整備第一課 なし ○

43 出世稲荷 田園調布2-10-13 280.18 S48.04.01 地域基盤整備第一課 C1

44 松仙 東嶺町12-17 665.29 H02.02.02 地域基盤整備第一課 C1

45 松仙さくら 久が原1-25-6 291.17 H04.03.31 地域基盤整備第一課 C1

46 しんせい 鵜の木1-2-14 279.41 S48.10.09 地域基盤整備第一課 なし

47 スクランブルパーク 久が原6-7-4 535.22 H05.03.30 地域基盤整備第一課 C1

48 すずむし 上池台5-37-19 328.07 H03.03.22 地域基盤整備第一課 なし

49 昴 東雪谷2-35-5 503.75 H04.02.21 地域基盤整備第一課 C1 ○

50 すみれ 南久が原2-2-7 242.44 S59.03.31 地域基盤整備第一課 なし

51 せみやま 上池台3-19-6 437.88 S52.03.25 地域基盤整備第一課 なし

52 洗足流れ東雪 東雪谷4-10-14 231.94 S60.04.20 地域基盤整備第一課 なし

53 千束西 北千束3-24-16 512.34 S59.04.20 地域基盤整備第一課 C1 ○

54 多摩堤 鵜の木3-4-4 269.11 S46.03.20 地域基盤整備第一課 なし

55 たんぽぽ 鵜の木3-34-6 277.69 S48.11.01 地域基盤整備第一課 なし

56 千鳥第二 千鳥1-10-3 382.48 S47.12.01 地域基盤整備第一課 なし

57 千鳥平成 千鳥2-13-3 217.50 H08.10.17 地域基盤整備第一課 なし

58 ちどりみなみ 千鳥2-28-12 552.29 S50.04.01 地域基盤整備第一課 C1

59 田園調布すずめ 田園調布本町13-22 468.83 H03.03.22 地域基盤整備第一課 なし

60 田園調布本町 田園調布本町9-10 413.91 S49.04.01 地域基盤整備第一課 なし

61 田園調布南 田園調布南8-23 406.84 S51.04.01 地域基盤整備第一課 C1

62 田コロ 田園調布2-31-4 183.00 H16.03.26 地域基盤整備第一課 なし ○

63 東久 田園調布本町21-10 477.60 S44.03.20 地域基盤整備第一課 なし

64 東雪 東雪谷5-11-8 175.00 S56.12.15 地域基盤整備第一課 なし

65 道々橋第二 仲池上1-24-12 330.74 S54.04.05 地域基盤整備第一課 C1

66 道々橋のぞみ 久が原1-2-17 594.66 H07.03.31 地域基盤整備第一課 C1

67 道々橋まほろば 久が原1-7-9 143.63 H12.03.10 地域基盤整備第一課 なし ○
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68 仲池 仲池上2-27-13 971.99 S47.04.01 地域基盤整備第一課 C1

69 仲池上二丁目 仲池上2-8-9 549.09 S54.04.05 地域基盤整備第一課 C1

70 仲池上二丁目第二 仲池上2-6-16 592.52 S56.12.15 地域基盤整備第一課 C1 ○

71 仲池富士見 仲池上1-3-20 518.93 S56.04.20 地域基盤整備第一課 なし

72 仲池ふれあい 仲池上1-17-11 615.04 H17.03.31 地域基盤整備第一課 C1 ○

73 西の橋 南雪谷3-1-10 594.68 H04.02.01 地域基盤整備第一課 C1 ○

74 西嶺 西嶺町24-2 560.33 H04.03.31 地域基盤整備第一課 C1

75 根方 仲池上2-12-11 412.27 S52.04.10 地域基盤整備第一課 C1

76 ねむの木 上池台2-36-6 371.59 H03.03.22 地域基盤整備第一課 C1

77 華園 石川町2-10-1 209.26 S42.12.06 地域基盤整備第一課 なし

78 はなみずき 上池台4-33-17 452.96 H02.02.16 地域基盤整備第一課 C1

79 東嶺相生 東嶺町41-5 275.67 H05.12.27 地域基盤整備第一課 なし ○

80 東嶺町 東嶺町20-4 771.23 S51.03.19 地域基盤整備第一課 なし

81 東嶺町フラワー 東嶺町11-8 244.64 H15.04.01 地域基盤整備第一課 なし

82 東雪谷あすなろ 東雪谷1-13-11 312.30 S54.05.10 地域基盤整備第一課 なし

83 東雪谷四丁目 東雪谷4-22-10 687.88 S60.04.20 地域基盤整備第一課 なし ○

84 日下山 南雪谷3-7-17 621.98 H07.03.31 地域基盤整備第一課 C1

85 ピノキオ 東雪谷3-25-6 707.39 H06.12.27 地域基盤整備第一課 C1

86 ふうの木 田園調布本町48-5 500.15 H07.03.31 地域基盤整備第一課 なし

87 吹上緑地 田園調布5-18-14 205.57 H02.05.21 地域基盤整備第一課 なし

88 南久が原 南久が原1-17-15 828.19 S47.04.01 地域基盤整備第一課 C1 ○

89 南久が原さつき 南久が原2-10-5 281.42 S48.11.01 地域基盤整備第一課 なし

90 南久が原二丁目 南久が原2-11-4 778.48 S54.04.05 地域基盤整備第一課 C1

91 南千束東 南千束1-19-1 879.43 H05.03.19 地域基盤整備第一課 C1 ○

92 南雪谷四丁目 南雪谷4-2-17 275.27 S47.04.01 地域基盤整備第一課 なし

93 美富士橋 田園調布本町26-16 743.94 S61.04.20 地域基盤整備第一課 C1

94 みゆき 南雪谷4-17-10 833.44 H09.03.26 地域基盤整備第一課 C1

95 雪谷大塚中央 雪谷大塚町17-21 274.10 S55.12.15 地域基盤整備第一課 なし

96 若竹 田園調布2-20-6 68.00 S27.02.14 地域基盤整備第一課 なし ○

42,713.62

  ③蒲田地区

児童公園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 あけぼの 下丸子4-2-14 396.69 S51.12.18 地域基盤整備第二課 C1

2 池上徳持南 東矢口1-2-3 427.75 S62.04.15 地域基盤整備第二課 C1

3 今泉 矢口3-3-18 985.43 H06.11.07 地域基盤整備第二課 C1 ○

4 女塚 西蒲田1-14-20 277.09 S55.09.25 地域基盤整備第二課 C1

5 蒲三アイリス 蒲田3-19-15 104.87 H17.11.01 地域基盤整備第二課 なし

6 蒲田三丁目ひろば 蒲田3-13-12 420.78 H08.03.31 地域基盤整備第二課 C1 ○

7 蒲田二丁目 蒲田2-16-19 861.17 S40.12.10 地域基盤整備第二課 C1 ○

8 小林 東矢口3-11-26 346.62 S48.12.16 地域基盤整備第二課 なし

9 こまどり 矢口3-10-3 245.52 S46.03.20 地域基盤整備第二課 なし

10 下丸子一丁目 下丸子1-19-17 243.12 H17.11.01 地域基盤整備第二課 なし

11 新蒲田二丁目 新蒲田2-14-19 286.28 S59.04.20 地域基盤整備第二課 C1

12 雑色 仲六郷2-11-7 493.93 S61.01.01 地域基盤整備第二課 C1 ○

児童公園　（調布地区）　合計
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13 たいよう 南六郷1-33-2 968.22 S51.07.20 地域基盤整備第二課 なし

14 高畑第五 西六郷3-18-2 344.47 H03.02.08 地域基盤整備第二課 なし

15 高畑第三 西六郷3-30-8 771.55 S52.08.15 地域基盤整備第二課 誰B1 ○

16 高畑第二 西六郷4-1-16 515.30 S49.10.15 地域基盤整備第二課 なし

17 高畑第四 西六郷4-3-6 958.11 S60.04.20 地域基盤整備第二課 C1 ○

18 高畑友和 西六郷4-23-5 500.00 S56.11.25 地域基盤整備第二課 C1 ○

19 多摩川二丁目 多摩川2-13-4 865.19 S53.03.30 地域基盤整備第二課 C1

20 千鳥三丁目 千鳥3-22-17 736.79 S50.04.01 地域基盤整備第二課 誰A1 ○

21 千鳥ふれあい 千鳥3-7-16 455.13 H04.12.28 地域基盤整備第二課 C1

22 千鳥緑地 千鳥3-8-22 165.50 H14.03.20 地域基盤整備第二課 なし

23 出村 蒲田本町2-19-5 379.51 S45.11.12 地域基盤整備第二課 C1

24 天王木 西六郷1-26-7 135.65 S54.12.10 地域基盤整備第二課 なし

25 東三 東六郷3-5-19 363.00 S49.10.10 地域基盤整備第二課 なし ○

26 東三さわやか 東六郷2-20-7 297.51 H04.07.16 地域基盤整備第二課 なし ○

27 鳥のひろば 東六郷1-11-20 167.26 H13.09.01 地域基盤整備第二課 なし ○

28 仲一ひばり 仲六郷1-29-10 226.46 S43.06.03 地域基盤整備第二課 なし

29 仲一みどり 仲六郷1-2-1 668.56 S47.04.01 地域基盤整備第二課 なし

30 仲三 仲六郷3-12-2 658.05 S46.03.20 地域基盤整備第二課 C1

31 仲二 仲六郷2-37-18 804.09 S53.03.10 地域基盤整備第二課 C1

32 仲よし 仲六郷1-12-1 502.84 S53.04.22 地域基盤整備第二課 C1

33 仲六郷一丁目 仲六郷1-10-20 440.64 H12.08.21 地域基盤整備第二課 なし

34 南二和 南六郷2-15-17 547.78 H03.03.22 地域基盤整備第二課 C1 ○

35 南一 南蒲田1-17-14 771.25 S51.07.01 地域基盤整備第二課 なし

36 南二 南蒲田2-11-3 939.52 S52.12.24 地域基盤整備第二課 C1 ○

37 南二なかよし 南六郷2-5-7 409.34 S46.03.20 地域基盤整備第二課 なし ○

38 南二ふれあい 南蒲田2-17-4 571.68 H18.03.10 地域基盤整備第二課 なし

39 西一中央 西六郷1-12-12 311.17 H07.12.12 地域基盤整備第二課 なし

40 西蒲田相生
西蒲田6-22-10､
西蒲田6-35-2

538.63 S49.05.18 地域基盤整備第二課 C1

41 西蒲田一丁目 西蒲田1-18-7 887.53 S58.04.22 地域基盤整備第二課 C2

42 西蒲田一丁目さくら 西蒲田1-23-7 893.39 H05.01.29 地域基盤整備第二課 C1

43 西蒲田五丁目青葉 西蒲田5-20-8 793.44 H13.04.01 地域基盤整備第二課 C1 ○

44 西蒲田五丁目ふれあい 西蒲田5-9-3 170.08 H09.03.31 地域基盤整備第二課 C1

45 西蒲田太平橋 西蒲田4-4-1 495.00 S49.10.10 地域基盤整備第二課 B1

46 西蒲田たけのこ 西蒲田3-2-7 849.43 H05.03.30 地域基盤整備第二課 C1

47 西蒲田四丁目まつお 西蒲田4-32-17 348.85 H30.04.01 地域基盤整備第二課 なし

48 西六郷一丁目 西六郷1-38-8 199.87 H02.03.09 地域基盤整備第二課 なし

49 西六郷二丁目 西六郷2-30-3 475.90 S50.12.14 地域基盤整備第二課 誰B1

50 蓮沼 西蒲田3-8-6 670.00 S44.10.11 地域基盤整備第二課 B1

51 蓮沼ジュニア 西蒲田6-26-6 510.56 H15.03.31 地域基盤整備第二課 C1 ○

52 原 多摩川2-11-9 300.00 S54.03.31 地域基盤整備第二課 C1 ○

53 東蒲田一丁目 東蒲田1-12-13 221.24 H02.03.20 地域基盤整備第二課 C1

54 東さくら 南蒲田1-20-15 159.65 S41.12.13 地域基盤整備第二課 なし

55 東三はなみずき 東六郷3-1-13 229.89 H07.03.15 地域基盤整備第二課 なし

56 東矢口一丁目 東矢口1-11-12 437.02 H03.03.22 地域基盤整備第二課 C1

57 東矢口二丁目 東矢口2-4-20 612.74 H05.01.26 地域基盤整備第二課 C1 ○
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58 東六郷二丁目 東六郷2-7-14 331.72 S49.05.15 地域基盤整備第二課 C1 ○

59 東六郷ひまわり 東六郷2-4-21 629.51 S57.01.20 地域基盤整備第二課 C1 ○

60 日の出 南蒲田3-1-19 230.51 S48.11.20 地域基盤整備第二課 なし ○

61 古市中央 矢口3-28-14 553.40 S63.03.04 地域基盤整備第二課 C1

62 古川 西六郷1-23-3 729.34 S41.03.25 地域基盤整備第二課 C1

63 古川第二 多摩川2-24-18 413.08 S56.06.25 地域基盤整備第二課 C1

64 平成仲三 仲六郷3-21-3 457.44 H18.03.10 地域基盤整備第二課 なし

65 本蒲田 蒲田1-4-23 171.67 S48.10.09 地域基盤整備第二課 なし

66 本二 蒲田本町2-10-11 336.16 S42.04.01 地域基盤整備第二課 C1

67 本二北 蒲田本町2-3-6 324.27 S53.03.10 地域基盤整備第二課 C1

68 町屋 仲六郷1-6-27 230.73 S61.12.26 地域基盤整備第二課 なし

69 道塚第三
新蒲田3-31-14､
新蒲田3-32-10

634.48 S46.03.20 地域基盤整備第二課 なし

70 みなさん 南六郷3-10-1 970.00 H31.04.01 地域基盤整備第二課 誰Ａ1

71 南蒲田三丁目 南蒲田3-10-12 495.91 S52.01.12 地域基盤整備第二課 C1 ○

72 南蒲田三丁目第二 南蒲田3-7-21 585.09 S54.01.20 地域基盤整備第二課 C1 ○

73 南蒲田二丁目 南蒲田2-26-19 800.60 H28.04.01 地域基盤整備第二課 誰B1

74 南蒲田ひまわり 南蒲田2-20-5 367.30 S57.06.18 地域基盤整備第二課 C1

75 南六郷一丁目 南六郷1-25-9 364.97 S42.04.01 地域基盤整備第二課 C1 ○

76 南六郷三丁目 南六郷3-22-1 156.16 S62.01.31 地域基盤整備第二課 なし

77 武蔵新田 矢口1-19-8 572.46 S57.04.15 地域基盤整備第二課 C1

78 矢口三丁目 矢口3-31-12 100.47 S59.07.25 地域基盤整備第二課 なし ○

79 矢口二丁目 矢口2-26-7 498.82 S56.04.20 地域基盤整備第二課 C1 ○

80 矢口南 矢口1-22-21 525.34 S54.03.20 地域基盤整備第二課 C1

81 安方南 多摩川1-26-26 204.99 S57.12.20 地域基盤整備第二課 C1 ○

82 若草 西蒲田8-11-5 200.00 S37.03.31 地域基盤整備第二課 なし

39,241.46

  ④糀谷・羽田地区

児童公園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 旭つばさ 羽田5-3-10 160.49 H21.02.01 地域基盤整備第二課 なし

2 あじさい 西糀谷4-24-21 922.92 S50.04.01 地域基盤整備第二課 誰B1

3 大鳥居 羽田1-17-7 966.58 R02.04.01 地域基盤整備第二課 誰B1

4 大東 羽田6-9-3 107.59 S57.04.10 地域基盤整備第二課 なし

5 大森中川端 大森中1-22-6 897.71 S50.04.01 地域基盤整備第二課 C1

6 大森東四丁目 大森東4-19-11 466.96 S57.04.10 地域基盤整備第二課 C1

7 大森東四丁目第二 大森東4-29-3 430.09 H14.12.26 地域基盤整備第二課 C1 ○

8 大森南稲荷前 大森南2-1-11 333.43 S61.08.25 地域基盤整備第二課 なし

9 大森南五丁目 大森南5-3-16 295.94 S55.01.25 地域基盤整備第二課 C1

10 大森南二丁目 大森南2-7-9 330.57 S48.04.01 地域基盤整備第二課 なし

11 大森南二丁目第二 大森南2-10-4 909.40 S55.05.01 地域基盤整備第二課 C1

12 大森南四丁目 大森南4-10-5 463.96 S57.04.10 地域基盤整備第二課 C1 ○

13 上東 羽田6-23-11 110.94 S55.11.10 地域基盤整備第二課 なし

14 北糀谷第一 北糀谷2-7-13 757.37 S50.12.12 地域基盤整備第二課 C1 ○

15 貴船 大森東3-26-10 422.89 S62.12.23 地域基盤整備第二課 なし

16 潮見 大森南4-4-9 275.55 H01.05.01 地域基盤整備第二課 誰Ｂ1

17 下萩中 萩中3-27-24 451.36 S50.04.01 地域基盤整備第二課 なし

児童公園　（蒲田地区）　合計
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児童公園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

18 下袋 西糀谷2-8-5 163.66 H14.03.31 地域基盤整備第二課 なし ○

19 新宿東 萩中2-4-17 949.90 S56.04.15 地域基盤整備第二課 C1

20 末広橋 大森南2-19-4 409.90 S43.03.18 地域基盤整備第二課 なし

21 大師橋 本羽田3-25-1 584.90 S56.06.20 地域基盤整備第二課 なし

22 竹の子 西糀谷3-18-5 698.43 S51.12.25 地域基盤整備第二課 C1

23 藤兵衛堀 大森南2-22-22 756.86 S60.04.20 地域基盤整備第二課 C1

24 仲羽田 羽田4-15-14 492.65 S47.12.01 地域基盤整備第二課 C1

25 仲東 羽田6-13-10 341.76 S53.03.18 地域基盤整備第二課 なし

26 仲町 羽田6-18-2 227.30 S46.03.20 地域基盤整備第二課 なし

27 七辻 萩中1-2-21 109.81 S41.10.07 地域基盤整備第二課 なし

28 西糀谷一丁目 西糀谷1-5-13 432.19 S43.03.18 地域基盤整備第二課 C1

29 西糀谷三丁目 西糀谷3-4-13 903.58 S50.04.01 地域基盤整備第二課 C1 ○

30 西糀谷二丁目北 西糀谷2-23-16 934.77 S50.04.01 地域基盤整備第二課 なし

31 西三うぐいす 西糀谷3-32-4 389.79 H03.02.21 地域基盤整備第二課 C1

32 萩中三丁目 萩中3-30-20 848.83 S43.03.18 地域基盤整備第二課 誰A1

33 萩中中央 萩中3-30-9 562.92 H08.03.31 地域基盤整備第二課 C1

34 萩中二丁目 萩中2-12-20 236.00 H19.03.31 地域基盤整備第二課 なし

35 萩中南 本羽田3-2-10 256.03 S61.05.31 地域基盤整備第二課 なし ○

36 羽田一丁目 羽田1-8-1 984.85 S51.04.16 地域基盤整備第二課 なし

37 羽田五丁目 羽田5-12-16 702.20 S43.03.18 地域基盤整備第二課 C1

38 羽田三丁目第一 羽田3-7-16 346.96 S59.04.20 地域基盤整備第二課 C1 ○

39 羽田三丁目第三 羽田3-6-10 247.29 S61.04.01 地域基盤整備第二課 なし ○

40 羽田三丁目第二 羽田3-7-10 328.26 S59.04.20 地域基盤整備第二課 なし ○

41 羽田三丁目ひろば 羽田3-7-12 414.72 S59.12.01 地域基盤整備第二課 C1 ○

42 羽田仲七 羽田5-21-5 309.15 S45.04.01 地域基盤整備第二課 C1

43 羽田西町 羽田2-8-10 370.61 H04.03.31 地域基盤整備第二課 C1 ○

44 東糀谷一丁目 東糀谷1-19-20 395.68 S55.05.01 地域基盤整備第二課 C1 ○

45 東糀谷さくら 東糀谷4-1-6 430.34 H10.03.31 地域基盤整備第二課 C1

46 東糀谷三丁目増田橋 東糀谷3-18-8 711.56 S59.03.31 地域基盤整備第二課 C1

47 東糀谷二丁目 東糀谷2-5-13 900.49 S54.05.10 地域基盤整備第二課 C1 ○

48 東糀谷四丁目 東糀谷4-7-13 194.22 S60.10.01 地域基盤整備第二課 なし

49 本羽田三丁目西 本羽田3-1-1 707.07 S53.08.10 地域基盤整備第二課 C1

50 本羽田第一 本羽田1-18-10 455.93 S54.12.25 地域基盤整備第二課 C1

51 本羽田第二 本羽田2-8-12 761.25 S51.06.01 地域基盤整備第二課 なし

52 本羽田多摩 本羽田2-6-3 162.52 H08.03.01 地域基盤整備第二課 なし

53 本羽田二丁目 本羽田2-4-4 795.26 S45.04.01 地域基盤整備第二課 C1

54 舞の浦 大森南2-14-8 557.61 S49.04.10 地域基盤整備第二課 誰A1

55 前河原 羽田3-26-16 276.27 S51.03.22 地域基盤整備第二課 なし ○

56 武蔵野の路仲七 羽田5-30-7 165.29 H11.03.20 地域基盤整備第二課 C1

57 元羽田 本羽田2-10-8 228.27 S49.10.01 地域基盤整備第二課 なし

58 森が崎 大森南5-3-5 669.48 S45.10.01 地域基盤整備第二課 C1 ○

59 横町 羽田3-8-13 106.19 S60.11.01 地域基盤整備第二課 なし

28,824.50児童公園　（糀谷・羽田地区）　合計
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 ３）児童遊園

  ①大森地区

児童遊園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 大森海岸 大森北2-20-8 147.73 S31.09.27 地域基盤整備第一課 なし

2 北野 南馬込2-26-14 86.26 S39.12.01 地域基盤整備第一課 なし

3 東貫森 大森北3-18-17 306.60 S40.12.01 地域基盤整備第一課 C1

4 西二 西馬込2-18-5 246.62 S35.06.08 地域基盤整備第一課 なし

5 根ヶ原 山王3-15-23 315.64 S45.04.01 地域基盤整備第一課 なし

6 八景 山王2-8-6 436.96 S36.09.04 地域基盤整備第一課 C1

7 ひばり 南馬込4-9-15 576.17 S26.12.19 地域基盤整備第一課 なし

8 ひめゆり 大森中3-3-8 216.93 S41.03.25 地域基盤整備第一課 C1

9 平和 大森北6-33-1 212.16 S47.04.01 地域基盤整備第一課 なし

10 平和島入口 大森本町1-8番先 114.93 S41.03.25 地域基盤整備第一課 なし

11 弁天池 山王4-23-5 1,411.56 S26.12.19 地域基盤整備第一課 C1

4,071.56

  ②調布地区

児童遊園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 東稲荷 田園調布1-1-26 103.07 S39.10.01 地域基盤整備第一課 なし ○

2 池の台 上池台1-24-1 184.53 S53.05.12 地域基盤整備第一課 なし

3 一の橋 東雪谷2-11-11先 287.58 S53.04.22 地域基盤整備第一課 なし

4 久が原西部八幡 久が原4-2-10 546.55 S26.12.19 地域基盤整備第一課 C1

5 千束 北千束3-16-1 154.07 S44.03.20 地域基盤整備第一課 なし ○

6 嶺稲荷 西嶺町18-2 246.64 S41.03.25 地域基盤整備第一課 なし

7 雪ヶ谷 東雪谷2-25-1 573.70 S26.12.19 地域基盤整備第一課 C1

2,096.14

  ③蒲田地区

児童遊園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 下丸子 下丸子3-10-8 635.66 S26.12.19 地域基盤整備第二課 なし

2 諏訪 下丸子4-14-5 355.65 S42.09.30 地域基盤整備第二課 なし

3 仲四 仲六郷4-12-10先 901.81 S50.05.25 地域基盤整備第二課 なし ○

4 氷川 矢口1-27-7 775.71 S41.03.25 地域基盤整備第二課 C1

5 古市 矢口3-17-3 409.03 S26.12.19 地域基盤整備第二課 C1

3,077.86

  ④糀谷・羽田地区

児童遊園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 旭 東糀谷4-3-6 471.35 S26.12.19 地域基盤整備第二課 C1

2 浦守稲荷 大森南3-27-8 106.20 S26.12.19 地域基盤整備第二課 なし

3 上田稲荷 本羽田1-12-9 212.81 S33.06.16 地域基盤整備第二課 なし

4 西仲 西糀谷4-9-17 405.98 S40.02.15 地域基盤整備第二課 なし

5 萩中 萩中1-5-18 483.63 H23.04.01 地域基盤整備第二課 誰C1

6 羽田なかよし 羽田1-3-9 90.61 S40.12.10 地域基盤整備第二課 なし

児童遊園　（大森地区）　合計

児童遊園　（調布地区）　合計

児童遊園　（蒲田地区）　合計
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児童遊園名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

7 浜竹 西糀谷3-19-18 357.30 S37.03.31 地域基盤整備第二課 C1

8 東糀谷三丁目 東糀谷3-6-2 293.64 S55.09.25 地域基盤整備第二課 C1

9 弁天神社 大森東4-35-3 220.78 S40.12.10 地域基盤整備第二課 なし

2,642.30

 ４）緑地

緑地名 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 旧呑川 北糀谷1-1-7 22,326.09 S55.05.28 地域基盤整備第二課 誰C1、C6 ○

2 佐伯山 中央5-30-15 15,229.08 H24.03.31 地域基盤整備第一課 誰A１ ○

3 ソラムナード羽田 羽田空港2-8-1 15,195.80 H31.04.01 地域基盤整備第二課 誰Ａ2

4 多摩川
西六郷3･4丁目、
仲六郷4丁目地先

361,336.76 S39.12.15 地域基盤整備第二課 誰特Ｃ1、特C5 ○

5 多摩川大橋
矢口3丁目､
多摩川2丁目地先

24,726.00 S43.06.01 地域基盤整備第二課 特C4

6 多摩川ガス橋 下丸子2･3･4丁目地先 123,712.86 S37.12.04 地域基盤整備第二課 特C7

7 多摩川大師橋 本羽田1･2･3丁目地先 48,362.97 S44.06.10 地域基盤整備第二課 特C2

8 多摩川田園調布 田園調布4・5丁目地先 78,797.02 S53.12.01 多摩川緑地広場管理公社 C3

9 多摩川田園調布南・鵜の木
田園調布南6番､
鵜の木3-32、33番先

22,942.09 H18.01.01 地域基盤整備第二課 特C1

10 多摩川丸子橋
田園調布本町31・32
番地先

19,919.34 S42.10.20 地域基盤整備第二課 特Ｃ1

11 多摩川六郷橋
東六郷3､南六郷2･3丁目、
仲六郷4丁目地先 128,688.64 S34.07.18 地域基盤整備第二課 特C4

12 馬込自然林 南馬込2-11-13 1,409.03 H24.03.31 地域基盤整備第一課 なし

862,645.68

 ５）その他の緑地

名称 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 池上梅園付属緑地 池上2-3-2 133.44 H30.11.06 地域基盤整備第一課 なし

2 大森東水辺スポーツ広場 大森東1-37-1 9,562.60 H29.04.01 地域基盤整備第一課 なし

3 北前堀緑地 東糀谷5-14-1先 8,093.00 S56.01.01 地域基盤整備第二課 誰C1、C1

4 貴船堀緑地 大森東5-5-5先 7,675.00 S54.01.01 地域基盤整備第二課 C2

5 暁星苑 田園調布4-11-10 453.19 H02.04.01 地域基盤整備第一課 なし

6 京浜島防災広場 京浜島2-10-1 10,113.83 H02.07.04 地域基盤整備第一課 A1

7 潮見緑地 大森南4-4 471.63 H01.04.14 地域基盤整備第二課 なし

8 高畑第三児童公園付属緑地 西六郷3-30-10 641.31 H26.04.01 地域基盤整備第二課 なし ○

9 タワーふれあい公園前緑地 多摩川2-24-43 978.96 H10.09.11 地域基盤整備第二課 誰A1

10 西蒲田五丁目緑地 西蒲田5-7-5 165.28 H30.04.01 地域基盤整備第二課 なし

11 根ヶ原緑地 山王3-15-2 81.00 H29.10.02 地域基盤整備第一課 誰B1

12 邦西児童公園付属緑地 大森西4-18-3 213.67 H26.01.17 地域基盤整備第一課 なし

13 馬込自然林区民緑地 南馬込2-11-19 716.33 H23.12.27 地域基盤整備第一課 なし

14 道塚第三児童公園付属緑地 西六郷1-18-5 234.88 H28.04.01 地域基盤整備第二課 なし

15 南前堀緑地 東糀谷3-9-1先 8,470.00 S58.01.01 地域基盤整備第二課 誰C2、C2

16 南六郷緑地 南六郷2-35-9 3,074.77 H03.04.01 地域基盤整備第二課 A1

17 宮本台緑地 仲六郷4-30-5 1,828.00 S61.01.21 地域基盤整備第二課 C1

18 六間堀緑地 羽田4-23-10 4,296.76 S56.01.01 地域基盤整備第二課 C2

57,203.65

児童遊園　（糀谷・羽田地区）　合計

緑地　合計

その他の緑地　合計
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 ６）一時開放地

名称 所在地 面積（㎡） 開設年月日 管理区分 トイレ
自主的
管理活動

1 昭和島運動場 昭和島1-7-1 40,670.00 S46.10.11 地域基盤整備第一課 C4

40,670.00

※　欄外について ※　トイレ凡例

　○：公園の自主的管理活動（ふれあいパーク活動）を 誰 だれでもトイレ（従来の身障者用トイレ含む）

　　　行っている公園等 Ｓ Ｓ型トイレ(床面積30㎡以上）

　●：その他の自主的管理活動を行っている公園 Ａ Ａ型トイレ(床面積10㎡～30㎡）

Ｂ Ｂ型トイレ(床面積5㎡～10㎡）

Ｃ Ｃ型トイレ(床面積5㎡未満）

特Ｃ 特Ｃ型トイレ

　　　アルファベットの後ろの数字は、トイレの個数

一時開放地　合計

　(床面積5㎡未満　河川敷内水洗トイレ）
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２ 公園・緑地の整備 

（１） 都市計画公園事業 

区内の都市計画公園・緑地は、平成 31年４月１日現在 74箇所、約 414ヘクタールで、この

うち約 60パーセント約 249ヘクタールが未整備である。現在、平成 23年 12月に都区市町が

共同で改定した「都市計画公園・緑地の整備方針」にもとづき、田園調布せせらぎ公園（都

市計画公園名称：丸子多摩川公園）等で優先整備区域の整備推進に取り組んでいる。 

 

表 事業施行中・事業予定都市計画公園・緑地一覧 

都市計画名称（公園名称） 公園種別 計画面積 事業認可面積 事業認可年度 整備概要 

丸子多摩川公園 

(田園調布せせらぎ公園) 
運動公園 5.2 ha 4.3 ha Ｈ15～R5 新設整備 

洗足公園(洗足池公園) 総合公園 9.9 ha 0.3 ha Ｈ26～R2  拡張整備 

平和島公園 運動公園 7.4 ha 7.4 ha Ｈ30～R5 改修整備 

 

（２） 公園・緑地の新設・拡張 

令和 2 年 4 月 1 日現在、区内には 573 箇所約 305 ヘクタールの公園・緑地が整備され、区民

一人当たりの公園面積は約 4.1 平方メートルとなっている。大田区緑の基本計画で掲げる区民

一人当たり 6 平方メートルの確保に向けて、公園の充足率を高める未整備地域の解消や、既設

公園の拡張整備による利便性や安全性の向上、都立海上公園の移管整備など、地域に潤いとや

すらぎをもたらす公園・緑地の新設・拡張整備に取り組んでいる。 

 

（３）令和元年度主要事業 

 １）新設・改良・拡張公園一覧 

 ①新設公園等 

 

②拡張公園等 

 名称 所在地 面積(㎡) 備考 

1 仲六郷二丁目公園 仲六郷 2-4-7 1,357.57 R2.4.1 供用開始 

2 大鳥居児童公園 羽田 1-17-7 966.58 R2.4.1 供用開始 

合計面積 2,324.15  

 名称 所在地 拡張面積(㎡) 備考 

1 あさひ海老取川公園 羽田旭町 11-1 5,037.54 
R1.7.1 変更 

3,083.94 ㎡→8,121.48 ㎡ 

2 洗足池公園 南千束 2-14-5 1,014.00 
R1.9.7 変更 

76,950.94 ㎡→77,964.94 ㎡ 
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③縮小公園 

該当なし 

 

④廃止公園 

該当なし 

 

⑤その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 あじさい児童公園 西糀谷 4-24-21 581.01 

R2.4.1 変更 

旧園名 西四児童公園 

341.91 ㎡→922.92 ㎡ 

4 ソラムナード羽田緑地 羽田空港 2-8-1 4,001.15 
R2.4.1 変更 

11,194.65 ㎡→15,195.80 ㎡ 

5 旧呑川緑地 北糀谷 1-1-7 577.57 
R2.4.1 変更 

21,748.52 ㎡→22,326.09 ㎡ 

合計面積 11,211.27  

 名称 所在地 面積(㎡) 備考 

1 昭和島二丁目公園 

公園部分 

昭和島 2-3-1 
6,259.48 

R2.3.31 変更 

18,374.07 ㎡→24,633.55 ㎡ 

その他の緑地部分 

昭和島 2-3-1 
-6,259.48 

R2.3.31 変更 

6,259.48 ㎡→0.00 ㎡ 

合計面積 0.00  
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新設・増設・改良公園の紹介 

＜大鳥居児童公園＞ 

大鳥居児童公園は、平成 27年に羽田保育園改築のため公園を廃止し、仮園舎を設置した。そし 

て、令和元年度に保育園の完成を受け、公園の再整備を行い令和２年４月に開園となった。 

園内には、シンボルとなる「モッコウバラのフラワーゲート」をはじめ、四季の変化を感じる

ことができる樹木や複合遊具、幼児の利用に対応したブランコ、多機能トイレを設置することで、

幅広い利用が望める公園となっている。 

【施設概要】 

◆所在地 羽田一丁目17番７号 ◆面積 966.58㎡ 

◆主な施設 園路広場（透水性ブロック舗装、ダスト舗装）、遊戯施設（複合遊具・ブランコ）、

便益施設（トイレ・水飲み）、植栽（モッコウバラ、シラカシ、ソメイヨシノ）等 

  

 

＜仲六郷二丁目公園＞ 

仲六郷二丁目公園は、平成 28年に仲六郷保育園改築のため公園を廃止し、仮園舎を設置した。 

そして、令和元年度に保育園の完成を受け、公園の再整備を行い令和２年４月に開園となった。 

リニューアルした公園は“キューブ”をコンセプトとしていて、園内にはベンチや遊具など様々

なキューブ状の施設がある。また、ユニバーサルデザインの視点での整備として、花壇をレイズ

ドベッドにするなどの新たな要素を楽しむことができる公園となっている。 

※レイズドベッド：床面を高くすることで、腰をかがめず鑑賞等ができることでユニバーサルデザインに配慮したもの。 

【施設概要】 

◆所在地 仲六郷二丁目4番7号 ◆面積 1357.57㎡ 

◆主な施設 園路広場（透水性平板舗装、ダスト舗装）、遊戯施設（ジャングルジム）、便益施設

（トイレ・水飲み）、植栽（サクラ・クスノキ）等 
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新設・増設・改良公園の紹介 

＜あじさい児童公園＞ 

あじさい児童公園は、隣接する西糀谷老人いこいの家の移転に伴い、既設公園を拡張して再整

備を行った。公園名は歴史等を配慮し西四児童公園から“あじさい児童公園”となり、令和２年

４月に開園となった児童公園である。 

園内は、老若男女問わず快適に利用できるユニバーサルデザインによる整備をするとともに、

複合遊具や健康遊具、多機能トイレを設置している。また、アジサイをはじめとする樹木には“は

ねぴょんの樹名板”を設置することで、こどもたちの目も惹くような仕掛けとなっている。 

【施設概要】 

◆所在地 西糀谷四丁目24番21号 ◆面積 922.92㎡ 

◆主な施設 園路広場（自然色舗装、ダスト舗装）、遊戯施設（登坂遊具・健康遊具）、便益施設

（トイレ・水飲み）、植栽（アジサイ・コナラ）等 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）公園灯の整備 

大部分が水銀灯であった大田区の公園灯は、平成 25年（2013年）に採択された「水銀条約」

により令和２年（2020 年）以降水銀ランプの製造・輸出入等が禁止されるため、ランプ取替が

できなくなる。そのため、平成 28年度から３カ年計画で LED化工事を進め、平成 30年度に完了

した。また、一部の既設公園灯には水銀灯以外の照明が使用されており、公園改良工事等に合わ

せて LED公園灯に順次更新していく。 

今後も公園利用者の夜間の安全を確保するため、環境にも配慮しつつ、公園灯の維持・更新を

行っていく。 

公園灯現況 

種  別 大森地区 調布地区 蒲田地区 
糀谷・羽田 

地区 
合  計 

公園灯 

（うち LED公園灯） 

806灯 

（758 灯） 

490灯 

（450 灯） 

421灯 

（399 灯） 

585灯 

（564 灯） 

2,302 灯 

（2,171灯） 

 

（５）海上公園の移管整備 

東京都港湾局所管海上公園の移管や再整備を進めており、平成 24年 4月 1日に昭和島南緑

道公園、平成 25年 4月 1日に森ヶ崎海岸公園（旧都立大森緑道公園）、平成 28年 4月 1日に

昭和島二丁目公園（旧都立昭和島北緑道公園）の移管が完了した。 
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移管済みの海上公園 

公園名 所在地 
移管面積

（㎡） 
移管年月日 

昭和島南緑道公園 昭和島 1－7－2 3,218.94 平成 24年 4月 1日 

森ヶ崎海岸公園 

（旧都立大森緑道公園） 

大森南 4－4から 

大森南 5－6番先 7,511.42 平成 25年 4月 1日 

昭和島二丁目公園 

（旧都立昭和島北緑道公園） 
昭和島 2-3-1 24,633.55 平成 28年 4月 1日 

 

 

（６）地域に根ざした公園・緑地の整備 

これまで地域力を活かしたふれあいパーク活動や区民団体による公園内での自主活動など、

地域の人が身近な公園などの維持管理をボランティアで日常的に手がけ、花壇づくりなど地

域活動で利活用する動きが定着している。 

今後地域に根ざした公園・緑地として、区民との協働による改良整備やバリアフリー化、施

設の長寿命化対策等に取り組むことで多様な世代の人が利用しやすく、地域の庭・広場とし

て親しまれる魅力ある公園づくりを進める。 

 

 

（７）整備財源の確保 

計画的な公園・緑地の整備や維持更新に必要な財源を確保するため、国や東京都の交付

金や補助金制度を積極的に活用している。 

◆令和元年度実績  

①国庫補助事業  

 【社会資本整備総合交付金】  

田園調布せせらぎ公園、洗足池公園 

 【防災・安全交付金】  

多摩川台公園、本門寺公園 他 

②東京都補助事業  

 【都市計画交付金】  

昭和島二丁目公園、田園調布せせらぎ公園、洗足池公園、平和島公園、

ソラムナード羽田緑地 

 【地域福祉推進区市町村包括補助事業】 

多摩川台公園、あじさい児童公園 

 【ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業】 

平和島公園、宝来公園、くさっぱら公園、東調布公園 

 【東京都暑熱対応設備整備費助成事業】 

   本蒲田公園 

【スポーツ施設整備費補助金】 

森ケ崎公園、大田スタジアム 
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 多くの区民に愛され、親しまれてきた「洗足池公園」が、平成 31年２月 15日の東京都文化財保

護審議会の答申を受け、同年３月、東京都教育委員会より区内初の「東京都指定文化財（東京都指

定名勝）」の指定を受けました。江戸時代には中原街道の景勝地として知られ、戦前から景観や歴

史的伝承などを楽しむ「憩いの場」として親しまれていた洗足池が、名勝の指定基準である「風致

景観の優秀なもので古くから名所として知られているもの」に合致しました。また、指定に当たっ

ては、大田区や洗足風致協会等による公園内の環境整備や長年の景観保護の活動成果も高く評価さ

れました。 

更に洗足池公園周辺では、公園内に設置された「勝海舟記念館」の開館に合わせ、おもてなしの

精神から、旧公園事務所を活用した休憩所の整備や中原街道から記念館に向かう区道の整備を実施

しました。 

洗足池の北側に整備されたバリアフリ

ー対応の休憩所は、池側を全面ガラス張り

とした明るい室内があり、寒い時期でも景

観を楽しむ工夫がされています。また、デ

ッキテラスからは、弁天島や池を眺望しな

がら爽やかな自然の風を感じることがで

きます。 

記念館に向かう区道では、近隣関係者の

ご協力をいただき道路を拡幅するととも

に、景観に配慮した石畳の舗装を採用しま

した。また、歩きやすさに配慮した大きな

石材を使用しています。 

◆コラム◆ 洗足池公園が東京都の指定名勝になりました！ 

～休憩所整備・勝海舟記念館周辺道路整備で魅力アップ～ 

 

Δ 記念館に向かう石畳の散策路 

 

Δ 休憩所から眺める洗足池 

 

Δ 「名勝」洗足池の風景 

Δ 記念館に向かう石畳の散策路 
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３ 区民参加と区民協働 

（１）自主的管理活動 

 １）ふれあいパーク活動 

①目的 

地域住民及び企業等のボランティアが区との協働により、公園を自主的に管理することに

より、公園が地域の財産として愛され、有効に活用されることを目的とする。 

②対象公園 

主に 3,000㎡程度以下の公園、児童公園、児童遊園等 

③参加資格 

公園のある地域の、ボランティア・グループ、NPO、町会、自治会、商店会、学校、老人会、

企業法人などで、原則 5名以上の会員で構成されている団体 

④活動内容 

・活動期間は、4月 1日から翌年 3月 31日までの 1年間（単年度）とする。ただし、その

後も活動を継続することができる。 

・1年を通して、自主的管理活動を希望する団体を募集 

◆運営活動 

・地域に根づいた活動（花壇づくり、季節の行事、その他公園を有効に活用して行う自主

的活動及び公園利用者のマナー啓発等） 

◆日常活動 

・園内の清掃（週 1回以上、ゴミの分別含む） 

・樹木、花への水遣り 

◆点検活動 

・公園施設（ベンチ 水飲場 園内灯 遊具）の点検 

⑤活動団体数 

 

 

・令和２年度は、124団体（大森：24、調布：28、蒲田：48、糀谷・羽田：24）が活動 
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２）その他 

 大森ふるさとの浜辺公園、田園調布せせらぎ公園においても、区民の自主的管理活動が行わ

れている。 

 

 

（２）区民協働の施設活用 

 区民協働による公園施設の利活用推進を図るため、地域力を活かした公園内の体験学習 

の場や、緑の中の休養や地域交流の場、みどりのまちづくりの区民協働拠点づくりなどに  

取り組んでいる。 

平和の森公園展示室では、地域力応援基金助成事業（ジャンプアップ助成）を活用して、  

地域力を活かした施設活用の募集を行い、審査の結果を受けて、平成 24 年度から平成    

25 年度の 2 か年にわたり、ＮＰＯ法人による「緑の縁側」としての施設の活用を実施してき

た。平成 25年 12月には、平成 26年度以降の施設活用の在り方を検証するために施設活用状

況の実績評価を、地域自治町会や商店会、グリーンプランおおた推進会議区民代表委員及び

区関係各部で行った。その結果、公園利用者の利便性を高めるため、休憩所や体験学習施設

としての機能付加を行いながら、平成 26年度から引き続き当該施設を公園内の展示室として

活用している。令和元年度は、来館者数 8,074名（前年比-553名）、クラフト参加者 802名（前

年比-176名）、イベント参加者 921名（前年比＋53名）（いずれも延べ人数）であった。 

また、長年区の緑化事業の拠点として活用されてきた大森南圃場（大森南四丁目）では、  

蒲田や大森の駅前広場などに植える花苗の育成や、公共工事に伴う樹木の仮植地として、  

ＮＰＯ法人との連携と協働による施設の利活用や維持管理を行っている。平成 26 年度には、

公園としての再整備に向けて、大森南圃場再整備構想を検討した。平成 27年度から事業化に

向けた調整を進め、令和元年度には「（仮称）大森南緑花園」としての再整備に向けた基本計

画（案）を作成した。 

 

 

 

 

 

 

平和の森公園展示室 
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（３）メッセージベンチの整備 

区民とともに魅力ある公園づくりを進めるため、区民から広くベンチの寄付者を募集し、公

園・緑地へのメッセージベンチの設置を進めている。 

メッセージベンチは、結婚や出産、野球大会優勝などの記念に、メッセージと寄付者名が入

った記念プレートを取り付けたベンチであり、デザイン・製作の過程において、日本工学院

専門学校の学生や「大田区の工匠 100人」を受賞した区内の職人との連携を図っている。 
 

メッセージベンチの設置実績一覧 

設置年度 設置数 
設置場所 

※（ ）内の数値は、複数設置した場合の基数を示す。 

平成 23年度 11基 
平和島公園、平和の森公園、本門寺公園、都堀公園、 
洗足池公園、東調布公園（2）、下丸子公園、萩中公園（2）、
本羽田公園 

平成 24年度 1基 萩中公園 

平成 25年度 2基 洗足池公園、平和の森公園 

平成 27年度 3基 洗足池公園（2）、東調布公園 

平成 30年度 1基 東調布公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜森ケ崎公園のリニューアル整備＞ 

 森ケ崎公園のリニューアルは、おおた未来プラン（後期）における｛新スポーツ健康ゾ

ーン｝の中核施設として、平成 30年度から工事に着手しました。 

平成 30 年度に実施した少年サッカー１面兼フットサルコート３面として利用できる多

目的スポーツ広場や駐車場、管理棟の改修などに加え、区内では初となる JFA公認ピッチ

サイズの人工芝サッカー場の整備を行いました。また、240席分の日除け付観客席などの

付帯施設整備も併せて行い、２か年のリニューアル工事を完了しました。 

 

◆コラム◆ 区内初 JFA 公認ピッチサイズの人工芝サッカー場が完成 

       ~新スポーツ健康ゾーンの整備をさらに拡充~ 

〇〇〇サブテーマ〇〇〇〇~ 

 

JFA 公認ピッチサイズ 105m×68ｍ人工芝サッカー場 
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 街なかの回遊性を高めていくクールスポットネットワークの形成に向け、JR 蒲田駅から京急蒲

田駅間を中心に、四季折々の街の魅力を創出し、厳しい夏季の熱暑の緩和や快適性を提供するクー

ルスポットづくりを進めています。 

 クールスポットは、「街を回遊する際のサービスや情報の拠点」、「街の魅力である自然、歴史・

文化、生活等を伝える資源」、「回遊の際の休憩の場」等の機能を有し、これらスポットを道路や河

川、商店街等でネットワーク化することで蒲田のまちづくりにつなげています。平成 28 年度には、

仲蒲田公園の改修に合わせ、ミスト装置を設置したクールスポット整備を実施しています。 

令和元年度は、あやめ橋公衆便所外周部の「あやめ橋広場」とアロマスクエアに隣接する「本蒲

田公園」においてクールスポットの整備を実施しました。あやめ橋広場では、ミスト装置の設置の

他、地域の歴史に関連する「あやめ（ハナショウブ）」を活用した庭園を整備するなど魅力アップ

を図りました。本蒲田公園では、公園の出入口にミスト装置を設置することで来園者へ涼しさをお

届けするとともに、ミスト装置や草花をあしらったパーゴラを整備することで心地よい休憩スペー

スを創出しました。 

夏季の熱暑の緩和や快適性を提供するクー

ルスポットが増設されたことで、さらに蒲田駅

周辺の魅力が高まることが期待されます。 

今後は、地元商店街や自治会等と連携した

「まちづくりイベント」等に活用できるよう、

関係機関と取り組んでまいります。 

◆コラム◆ 蒲田駅周辺に２か所のクールスポットが整備されました！ 

～暑い夏でも快適にまち歩きが楽しめます～ 

 

Δ あやめ橋公衆便所外周部の整備状況 

 

 Δ 本蒲田公園の出入り口の状況 

Δ 本蒲田公園の整備状況（パーゴラ） 



１　公衆・公園便所の概要
（１）総括調書

※（　　）内はうち、だれでもトイレの箇所数

公衆便所 公園便所 その他 公衆便所 公園便所 その他

7 162 0

(4) (46) ()

6 90 1

(5) (22) ()

6 121 2

(4) (25) (1)

2 98 0

() (30) ()

21 471 3

(13) (123) (1)

（２）公衆便所等一覧

区分 設置 建替
だれでも
トイレ

1 公衆便所 S47.3 H17.3

2 公衆便所 H8.3 ○

3 公衆便所 S60.3 ○

4 公衆便所 S62.3

5 公衆便所 H18.3 ○

6 公衆便所 S47.3 H4.11

7 公衆便所 H4.3 ○

(4箇所)

区分 設置 建替
だれでも
トイレ

1 公衆便所 H9.3

2 公衆便所 H11.3 ○

3 公衆便所 S40.3 H23.3 ○

4 公衆便所 H9.3 ○

5 公衆便所 H2.6 ○

6 公衆便所 H20.3 ○

7 その他 H11.3

(5箇所)

　区では、不特定多数の利用者のために設けられる便益施設として、その利用特性を十
分に配慮し、機能的、安全で衛生的な公衆便所の整備を進めている。また、改修の際に
は、現状を十分調査し、高齢者や、 障がい者、女性の方等が安心して利用できる公衆
便所づくりを行っている。

495

1 7

5

1

地域基盤整備第一課（大森地区）

所　　　　管

1

災害時対応
※

0

1

(7箇所)

トイレさくら亭

北千束3-27先大岡山駅前公衆便所

0

0

大森銀座中央公衆便所

久が原二丁目広場公衆便所

平和島入口公衆便所

大森北1-23-12先

鵜の木サイクリング休憩所便所 鵜の木3-33-13

地域基盤整備第一課（調布地区） 0

0

9

大森北1-2-3先

池上6-3-10

所在地

①地域基盤整備第一課（大森地区）

0

第７章　公衆・公園便所

通常

※公園便所は、第6章公園緑地 1.公園・緑地の概要 （4）現況公園一覧の表中に記載有。

大森駅前広場公衆便所

池上駅前公衆便所

地域基盤整備第二課（蒲田地区）

地域基盤整備第二課
（糀谷・羽田地区）

山王2-2-9

名　　　　　称

1

計

大森駅山王口公衆便所

(注）「その他」便所とは、道路・広場等にある公衆便所以外のもの

0

令和2年4月1日現在

(137)
合　計

1

大森本町1-9-6先

久が原2-12-8

田園調布2-62-20

名　　　　　称

(7箇所)

田園調布4-44-11

多摩川駅前公衆便所 田園調布1-55-1

②地域基盤整備第一課（調布地区）

計

平和島駅前公衆便所

下丸子4-27-1先

田園調布駅前公衆便所

松原橋公衆便所

多摩川野球場前公衆便所

所在地

令和2年4月1日現在

令和2年4月1日現在
（単位：箇所）

大森北6-28-1

計

東馬込1-32-8先
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区分 設置 建替
だれでも
トイレ

1 公衆便所 S55.12 H29(改修）

2 公衆便所 S61.5 ○

3 公衆便所 H12.3 ○

4 公衆便所 H3.3 ○

5 公衆便所 S56.10

6 公衆便所 H27.4 ○

7 その他 H20.3 ○

8 その他 S45.4

(5箇所)

　 　

区分 設置 建替
だれでも
トイレ

1 公衆便所 S56.2

2 公衆便所 S55.12

（３）災害時対応便所

※「大田区公衆便所の設置及び管理に関する条例」（H21.4.1）により管理する公衆便所の数を変更した。

※だれでもトイレには、従来の身障者対応便所も含む。

弁天橋公衆便所

計

西蒲田5-13先

蒲田西口駅前公衆便所せせらぎ

所在地

④地域基盤整備第二課（糀谷・羽田地区）

蒲田交差公衆便所 ※1

蒲田駅西口公衆便所

下丸子3-30先

西蒲田8-2-7先

名　　　　　称

羽田6-11-3

穴守稲荷駅前公衆便所 羽田4-6-11

所在地名　　　　　称

蒲田5-12-14先

21世紀おもいで桜トイレ
蒲田駅西口呑川横自転車置場公衆便所

蒲田1-31-1あやめ橋際公衆便所

③地域基盤整備第二課（蒲田地区）

表　災害時対応便所

※1　蒲田交差公衆便所には、災害時対応便所を設置できる。

高畑公衆便所 西六郷4-18-14

京急蒲田東口トイレ 南蒲田1-20-32

計 (8箇所)

(2箇所)

令和2年4月1日現在

令和2年4月1日現在

　大田区では、区立小学校および中学校等の91箇所を避難所に指定し、公園は一時集合
場所として指定されている。蒲田交差公衆便所では、平常時に利用しているトイレの中
に設置可能だが、その他の場所では、平常時は広場として利用している場所に災害時対
応便所を設置できるようになっている。詳細は、以下のとおりである。

西蒲田7-68-1

改正内容：
改正前の公衆便所の数は74箇所であり、改正後は20箇所とした。
１．引き続き、「大田区公衆便所の設置及び管理に関する条例」基づき設置するもの（20箇所）
２．公園内に設置されているものは、公園施設と位置づけ、条例から削除した（54箇所）

改正理由：
１．根拠条例を統一することで、事務の煩雑さを解消するため。

地域基盤整備第一課（大森地区）

1 宮ノ下にこにこ児童公園 中馬込3-23-33 1 10 平成28年10月

地域基盤整備第二課（蒲田地区）

1 蒲田交差公衆便所 蒲田5-12-14先 1 6 平成3年3月

2 南六郷公園 南六郷2-35-4 1 12 平成9年3月

地域基盤整備第二課（糀谷・羽田地区）

1 北糀谷中央公園 北糀谷1-15-3 1 2 平成21年3月

2 南前堀緑地 東糀谷3-9-1先 1 10 平成22年3月

3 東糀谷防災公園 東糀谷4-5-1 3 30 平成22年3月

4 糀谷駅駅前広場 西糀谷4-28先から29先 1 4 平成29年4月

9 74

設置
可能数

設置

計

名称 所在地 箇所
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第８章 ユニバーサルデザイン 

１ 道路・公園の移動等円滑化の推進 

平成 18年に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリア

フリー新法）」の制定を契機に、「大田区移動等円滑化推進方針 おおた街なか“すいすい”ビ

ジョン（まちづくり推進部）」を策定した。「だれもが安心して簡単に移動・利用できるまち

づくり」を目的とした道路・公園の移動等円滑化を東京都の地域福祉推進市区町村包括補助

事業の補助金等を活用し、推進している。 

２ 合同点検 

  道路・公園の移動等円滑化にあたっては、ユニバーサルデザインのまちづくりに関心のあ

る区民による“UDパートナー制度（福祉部所管）”と連携しながら、区民との協働で道路・公

園について点検・意見交換を行い、その結果を工事設計へ反映させるほか、今後の道路・公

園の整備に活かしている。   

平成 13年から令和元年までの過去 19年間で 78回実施している。過去 3箇年の実績につい

ては下表のとおり。 

 

表 バリアフリー合同点検実施一覧（平成 29年～令和元年度） 

年度（回数） 月日 点検箇所 
ＵＤパートナー 

参加数 

平成29年度 

（３回）  

  

６月１日 大田スタジアム【整備前】 ２７名 

７月４日 大田区画街路第一号線【図面】 ８名 

９月25日 大森ふるさとの浜辺公園【整備後】 １１名 

計 ４６名 

平成30年度 

（３回）  

  

５月30日 JR蒲田駅西口駅前広場【整備後】 ２２名 

６月29日 平和島公園【整備前】 ４７名 

10月30日 千鳥いこい公園【整備後】 ２６名 

計 ９５名 

令和元年度 

（３回）  

  

７月３日 池上梅園【整備後】 ４７名 

10月２日 糀谷駅再開発地区【整備後】 ４２名 

11月15日 桜のプロムナード（南馬込五丁目）【整備後】 ３１名 

計 １２０名 
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 大田スタジアムは、平成７年から利用されている野球場で、運用を開始してから約 20 年が経過

し、施設全体の老朽化が進み、施設の運営に支障をきたす恐れがある状況となりました。このため、

施設の機能の維持更新を行うための大規模改修工事を平成 30 年５月に着手しました。そして、順

次工事を進め令和元年６月にしゅん工し、同年７月にリニューアルオープンしました。 

 今回の改修工事により、施設の機能更新はもとより東京 2020 オリンピック・パラリンピック開

催を契機に施設全体のバリアフリー化の推進や野球以外のスポーツやイベントの開催等が可能な

施設に生まれ変わり、広く区民に利用される「新生大田スタジアム」が誕生しました。 

 主な改修内容として、エレベーターの新設等による移動円滑化経路の確保、４か国語表示等のサ

イン掲示の新設等によるユニバーサルデザイン化の推進、さらには既存マウンドを昇降式マウンド

に更新してグラウンド全体をフラット化させ、野球以外のスポーツ・イベント等開催可能な多目的

利用施設としました。 

 大田スタジアムは、「新スポーツ健康ゾーン」の中核施設であり、今後とも臨海部の新たな魅力

向上に貢献する起爆剤としてその役割を担っていきます。 

◆コラム◆ 大田スタジアム施設改修工事しゅん工 

～多くの人々が利用できる新生大田スタジアム誕生～ 

大田スタジアム外景  

ライト側入口を望む 

（１階エレベーター乗り場） 

大田スタジアム観客席 

（右奥：観客席エレベーター乗り場） 

©㈱Blue Hours 

 

 

©㈱Blue Hours 
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第９章 防 災（災害対策） 

都市部における災害は、その態様が複雑に多様化している。区には、災害時に備え区と防災関係

機関がその有する全機能を有効に発揮して、区の地域に係る災害予防、災害応急対策や災害復旧を

実施することにより、区の地域と区民の生命、身体、財産を災害から保護することを目的とする「大

田区地域防災計画」がある。 

大田区地域防災計画は、災害対策基本法に基づき大田区防災会議が策定する。 

地震、水防、除雪等の災害に迅速に対応するため、区には、非常配備態勢、水防態勢、除雪態勢

がある。 

 

１ 非常配備態勢 
災害が発生した場合、または発生する恐れがある場合には、「大田区災害対策本部」を設置し

て、非常配備態勢をとって災害対策活動に取り組むことになっている。 

  

（１）区災害対策本部の設置 

１） 区長は、区の地域について災害が発生し、または発生する恐れがある場合は本部を設置する。 

２）危機管理室長は、状況により本部を設置する必要があると認めたときは、副区長と協議のう

え、本部の設置を区長に申請するものとする。 

   ただし、緊急の場合は、危機管理室長の判断により区長に本部の設置を申請することができ

るものとする。 

（２）分掌事務 

大田区災害対策本部条例施行規則 

別表第２（第７条関係）より一部抜粋 

  部名・部長名 分掌事務  

 各部共通事項 本部長室との連絡に関すること。  

   部所管施設利用者の保護及び避難誘導に関すること。  

   部所管施設、機器の保全点検及び機能確保に関すること。  

   部所属職員の動員に関すること。  

   部内の連絡調整及び協力に関すること。  

   協定団体との連絡調整に関すること。  

   他部への支援に関すること。  

 ９ 災対都市基盤整備部 土木構造物の被害調査及び応急対策に関すること。  

 都市基盤整備部長 道路障害物に関すること。  

  ライフラインの被害状況に関すること。  

   交通規制情報に関すること。  

   応急給水槽及び給水所での給水活動に関すること。  

   避難場所に関すること。  

   水防に関すること。 

がれき処理の支援に関すること。 

 

備考 

１ この表に定めるもののほか、担当部長及び参事は、当該部長補佐とする。 

２ この表に定めるもののほか、担当課長及び副参事は、原則、当該部の庶務担当課長補佐  

 とする。 
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２ 水防態勢 

（１）水防指揮本部の設置 

１）都市基盤整備部長は、気象情報や河川の水位の状況等により、大田区に大きな影響があ 

ると判断したときは、水防指揮本部を設置することができる。 

 なお、設置基準については、大田区地域防災計画及び大田区水防マニュアルに定めるも 

のとする。 

 

（２）活動態勢及び分掌事務 

１）活動態勢 

  ①水防業務分担内容 

   ＜水防管理者＞      区長 

   ＜水防指揮本部長＞    都市基盤整備部長 

   ＜水防指揮本部構成員＞ 水防指揮本部は、都市基盤整備部長を長（水防指揮本部長）   

とし、危機管理室長、地域力推進部長、まちづくり推進部長、 

福祉部長、健康政策部長、企画経営部長、他各関係部局の管理 

職を構成員とする。 

なお、水防指揮本部の構成員については、状況に応じて水防 

指揮本部長の権限において、地域防災計画及び大田区水防マニ 

ュアルに記載のない所属の管理職についても、傘下とすること 

ができる。 

 

２）分掌事務 

部 分掌事務 

都市基盤整備部 

都市基盤管理課 

１ 気象情報等の収集・伝達に関すること。 

２ 河川の水位情報の収集・伝達に関すること。 

３ 水防対策会議、水防態勢に係る調整及び指示事項の伝達。 

４ 水防指揮本部の事務に関すること。 

５ 水防態勢の配備職員及び各部活動状況の把握。 

６ 被害情報の収集・伝達に関すること。 

７ 防災関係機関等との連絡・調整に関すること。 

８ 態勢全体の統制に関すること。 

９ 災害記録の整理・保管に関すること。 

10 現地指揮本部の事務に関すること。 

11 災害時協定団体等に関する全体調整に関すること。 

12 都市基盤整備部内の連絡・調整に関すること。 

13 都市基盤整備部内の情報の取りまとめに関すること。 

都市基盤整備部 

道路公園課 

建設工事課 

１ 気象情報等の収集・伝達に関すること。 

２ 水防態勢の配備人員及び活動状況の報告。 

３ 各地域基盤整備課・地域基盤整備事務所の支援。 

４ 都市基盤管理課の補助に関すること。 

都市基盤整備部 

各地域基盤整備課 

(各地域基盤整備事務所) 

１ 気象情報及び被害情報等の収集・伝達に関すること。 

２ 区民からの問い合わせに関すること。 

３ 水防活動における管轄内の防災関係機関との連絡調整に関すること。 

４ 管内の警戒箇所等のパトロールに関すること。 
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部 分掌事務 

５ 被害発生現場等の調査及び報告に関すること。 

６ 風水害対応に係る応急活動（土のう積み・配布、応急排水、障害物除去、

水門操作等）に関すること。 

７ 災害時協定団体等に対する現場調整に関すること。 

８ 都市基盤管理課に対する被害情報等の報告に関すること。 

総務部 

防災危機管理課 

１ 気象情報等の収集・伝達に関すること。 

２ 指定河川洪水予報、洪水警報等の河川情報に関すること。 

３ ダムの放流情報等に関すること。 

４ 区民からの問い合わせに関すること。 

５ 避難勧告等に関すること。 

６ ホームレスの受入に関すること。 

７ 防災無線の管理・運用に関すること。 

８ 区民安全・安心メールの管理・運用に関すること。 

９ 無線通信の統制に関すること。 

10 区民への情報発信に関すること。 

11 関係防災機関との連絡調整に関すること。 

12 災害対策本部態勢への移行に関すること。 

13 消防署・警察署からの派遣人員に関すること。 

地域力推進部 

地域力推進課 

１ 地域力推進部内の連絡・調整に関すること。 

２ 地域力推進部内の情報の取りまとめに関すること。 

３ 水害時緊急避難場所（仮称）等の開設・運営に関する統括。 

４ 特別出張所への気象情報及び水防指揮本部からの伝達等に関すること。 

５ 特別出張所への支援に関すること。 

６ 特別出張所からの浸水被害調査の取りまとめに関すること。 

地域力推進部 

各特別出張所 

１ 区民からの問合せに関すること。 

２ 浸水被害の調査及び被害情報等の報告に関すること。 

３ 水害時緊急避難場所（仮称）等の開設・運営等及び連絡・協力に関する

こと。 

４ 見舞品の保管等に関すること。 

５ 被災世帯や事業所に対する見舞金品支給及び報告。 

６ 罹災証明書の交付等に関すること。 

７ 自治会・町会への情報提供等に関すること。 

８ 所管施設の安全確保及び被害調査の報告に関すること。 

まちづくり推進部 １ 気象情報等の収集・伝達に関すること。 

２ 部内での協力体制の構築と関係部との連絡・調整に関すること。 

３ 危険箇所等へのパトロールに関すること。 

４ 危険箇所及び被害箇所等の調査・報告に関すること。 

５ がけ崩れ等被害箇所の二次災害防止措置に関すること。 

６ 災害時協定団体等と連携した現場活動に関すること。 

７ 避難勧告の発令に伴う周知活動に関すること。 

福祉部 １ 要配慮者（高齢者・障がい者）に関すること。 

２ 要配慮者利用施設（高齢者・障がい者）の情報の収集・伝達に関するこ

と。 

教育総務部 １ 要配慮者（小中学校生徒等）に関すること。 

２ 要配慮者利用施設（小中学校等）の情報の収集・伝達に関すること。 

こども家庭部 １ 要配慮者（乳幼児）に関すること。 

２ 要配慮者利用施設（乳幼児）の情報の収集・伝達に関すること。 

健康政策部 

 健康医療政策課 
１ 健康政策部内の連絡・調整に関すること。 



91 

部 分掌事務 

２ 健康政策部内の情報の取りまとめに関すること。 

３ 関係する要配慮者利用施設（病院）等への情報提供等に関すること。 

健康政策部 

 生活衛生課 

１ 浸水被害家屋の衛生指導・消毒に関すること。 

観光・国際都市部 

国際都市・多文化

共生推進課 

１ 要配慮者（外国人）に関すること。 

 

区民部 １ 地域力推進部の支援に関すること。 

２ 駅前滞留者対策に関すること。 

企画経営部 

広聴広報課 

１ 区民への情報提供に関すること 

２ マスコミ対応に関すること 

３ 災害記録の作成補助に関すること。 
 

 ３）各部施設管理者の責務 

部 役割 

各部 
急傾斜地崩壊危険箇所、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内に

ある施設の管理者は、事前に台風や大雨等が予測されている場合、施設の安

全点検を実施し、異常があるときは都市基盤管理課（水防指揮本部）または

施設保全課へ報告する。また、降雨に伴い土砂災害の予兆現象や土砂災害が

発生した場合には、速やかに都市基盤管理課（水防指揮本部）へ報告する。 
 

（３）水防施設及び資機材等の現況 

１）水門、樋門等 

名   称 所 在 地 管 理 者 

  内川水門  大田区大森東 3－28 
東京都建設局 

（区委託：地域基盤整備第一課＜大森＞） 

  貴船水門  大田区大森東 5－14 東京港建設事務所高潮対策センター 

  呑川水門  大田区大森東 5－37       〃 

  北前堀水門    大田区東糀谷 6－7       〃 

  南前堀水門    大田区東糀谷 6－10       〃 

  羽田第１水門   大田区羽田 6－33 国土交通省 

  羽田第２水門   大田区羽田 2－30 国土交通省 

  六郷水門  大田区南六郷 2－35 
国土交通省 

（区委託：地域基盤整備第二課） 

上沼部排水樋管  大田区田園調布 5－56 
東京都下水道局 

（区委託：地域基盤整備第一課） 

  鷹の入樋  大田区田園調布 5－30 
大田区 

（地域基盤整備第一課） 

  調布排水樋管  大田区田園調布 1－55 
国土交通省 

（区委託：地域基盤整備第一課） 

中原調布排水樋管 大田区田園調布 1-57 東京都下水道局 

沼部排水樋管 大田区田園調布南 14 東京都下水道局 

  洗足池水門  大田区南千束 2－1 
大田区 

（地域基盤整備第一課） 
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２）水防倉庫 

河川名 倉庫名 所 在 地 使用面積 担 当 課 

内 川 

呑 川 

大森 

地域庁舎 
大田区大森西 1－12－1 60.0 ㎡  

地域基盤整備第一課 

多摩川 

呑 川 
鵜の木 大田区鵜の木 3－33－12 104.5 ㎡  

多摩川 

呑 川 

上池台三丁目

公園 
大田区上池台 3－16－15 4.7 ㎡  

多摩川 

丸子川 
田園調布 大田区田園調布 5－56 8.5 ㎡  

多摩川 

呑 川 

海老取川 

萩中公園 大田区萩中 3－26－46 10.0 ㎡  地域基盤整備第二課 

 

３）水防用土砂置場調書  

場  所 土砂数量 手持・採取の別 

鵜の木水防倉庫（鵜の木 3－33－12） 土砂  4m 3 手 持 

六間堀資材置場（羽田 4－7） 土のう  200 袋、土砂  5m 3 手 持 

平和島陸橋東保管所（平和島 2－1先） 土砂  15m 3 手 持 

計 土のう  200 袋、土砂 24m 3  

 

４）土木関係資機材 

水防活動に必要な水防備蓄資機材は、倉庫に備蓄され水防活動態勢に入れば直ちに取り出せ

るようになっている。 

地域基盤整備
第一課

地域基盤整備
第一課

地域基盤整備
第二課

大森地域庁舎
水防倉庫

鵜の木
水防倉庫等

萩中公園等

土のう類 （袋） 950 800 220 1,970

ショベル（角） （丁） 57 20 100 177

ショベル（丸） （丁） 33 119 100 252

か　け　や （丁） 7 2 10 19

ロープ類 （ｍ） 3,100 2,000 1,400 6,500

一　輪　車 （台） 4 2 4 10

担当課

倉　庫　名

合計
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５）令和元年度出動状況 

№ 月 日 種 別 態勢（職員数） 被害状況 

１ 5月 21日（火） 大雨 
監視態勢 

2名 

最大時間雨量（21日 7：20） 17.5 ｍｍ 

（馬込） 

被害なし 

大雨・洪水・雷・強風・波浪注意報 

２ 6月 15日（土） 大雨 
監視態勢 

3 名 

最大時間雨量（15日 14：30） 6.5 ｍｍ 

（雪谷） 

被害なし 

大雨・雷・強風・波浪注意報 

３ 
6月 27日（木） 

 ～6月 28日（金） 
熱帯低気圧 

監視態勢 

6 名 

（内委託 3 名） 

最大時間雨量（28日 4：30） 1.0 ｍｍ 

（本庁舎） 

被害なし 

雷・強風・波浪注意報 

４ 
7月 27日（土） 

～7月 28日（日） 
台風 6号 

水防一次態勢 

40 名 

（内委託 6 名） 

最大時間雨量（28日 5：00） 6.0 ｍｍ 

（馬込） 

被害なし 

雷・強風・波浪注意報 

５ 
8月 15日（木） 

 ～8月 16日（金） 
台風 10号 

監視態勢 

3 名 

 

最大時間雨量（15日 17：30） 11.5 ｍｍ 

（馬込） 

被害なし 

雷・強風・波浪注意報 

 

６ 

 

9月 8日（日） 

 ～9月 9日（月） 
台風 15号 

水防二次態勢 

210 名 

（内委託 34 名） 

最大時間雨量（9日 4：00） 76.0 ｍｍ 

（本庁舎） 

浸水被害 18件（床上 13 件、床下 5件） 

倒木 75件 

大雨・洪水・暴風・波浪警報、雷・高潮注意報 

 

７ 

 

 

9月 11日（水） 

 

大雨 
監視態勢 

17 名 

最大時間雨量（11日 18：40） 17.0 ｍｍ 

（馬込） 

被害なし 

大雨・雷注意報 

８ 
9月 23日（月） 

～9月 24日（火） 
台風 17号 

監視態勢 

22 名 

（内委託 13名） 

最大時間雨量 0ｍｍ 

最大瞬間風速 27m/s（9日） 

カラーコーン飛散、街路樹枝折れ 

強風・波浪注意報 

９ 
10月 11日（金） 

～10月 13日（日） 
台風 19号 

災害対策本部 

854 名 

（内委託 81 名） 

最大時間雨量（12日 13：50） 29.5 ｍｍ 

（馬込） 

浸水被害 559件、倒木 78 件 

多摩川沿いに避難勧告発令（12日 16：30） 

停電：田園調布 5丁目、大森東 1～3丁目等 

大雨・洪水・暴風・波浪警報・雷・高潮注意報 
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10 
10月 18日（金） 

 ～10月19日（土） 
大雨 

監視態勢 

40 名 

（内委託 17 名） 

最大時間雨量（19日 6：20） 13.0 ｍｍ 

（馬込） 

被害なし 

大雨・雷注意報 

11 
10月 21日（月） 

～10月 22日（火） 
台風 20号 

監視態勢 

17 名 

最大時間雨量（22日 0：30） 11.5 ｍｍ 

（雪谷） 

被害なし 

雷・強風・波浪注意報 

12 
10月 25日（金） 

～10月 26日（土） 
大雨 

水防一次態勢 

143 名 

最大時間雨量（25日 15：30）  24.0 ｍｍ 

（羽田） 

被害なし 

大雨・洪水警報、雷・強風・波浪注意報 

13 
1月 28日（火） 

～1月 29日（水） 
大雨 

監視態勢 

   2名 

 

最大時間雨量（29日 2：40）  9.5 ｍｍ 

（雪谷） 

被害なし 

大雨・洪水・雷・強風・波浪注意報 
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６）土のう置場設置 

近年多発している集中豪雨（ゲリラ豪雨）等の水害への緊急対応として、１８特別出張所管内の

公園・道路・特別出張所に「土のう置場」を２６箇所設置している。 

 

No 記号 設　置　場　所 所　在　地
設置

土のう数量
各課集計 設置位置等 所管課別 特別出張所管内別

1 大1 大森諏訪公園 大森西３－３－１０ 90袋 駐輪場内 大森西特別出張所

2 大2 グリーンベルト 大森北１－３３先 90袋 広場脇 入新井特別出張所

3 大3 南馬込さくら児童公園 南馬込６－５－７ 85袋 駐輪場内 馬込特別出張所

4 大4 池上五丁目公園 池上５－１５－１８ 95袋 広場脇 池上特別出張所

5 大5 さくら通り三丁目公園 中央３－３３－６ 90袋 広場脇 新井宿特別出張所

6 大6 池上本町児童公園 池上２－１２－２ 90袋 倉庫横 池上特別出張所

7 調1 美富士橋児童公園 田園調布本町２６－１６ 100袋 広場脇 嶺町特別出張所

8 調2 田園調布特別出張所敷地内 田園調布２－２０－１６ 100袋 植栽地内 田園調布特別出張所

9 調3 鵜の木二丁目児童公園 鵜の木２－３２－２０ 100袋

10 調4 つきやま公園 千鳥２－３－１５ 100袋

11 調5 道々橋第二児童公園 仲池上１－２４－１２ 100袋 駐輪場内 久が原特別出張所

12 調6 三本松児童公園 上池台３－２９ー７ 100袋

13 調7 しばざくらきんたろう児童公園 石川町２－２４－２ 100袋

14 調8 南千束東児童公園 南千束１－１９－１ 100袋 トイレ脇 千束特別出張所

15 調9 区道（鵜の木特別出張所前） 南久が原２－３０－５先 100袋

16 調10 区道（鵜の木1-5-17先） 鵜の木１－５－１７先 100袋

17 調11 八幡神社南側 田園調布５－４６先 200袋 道路脇

18 調12 多摩川野球場前公衆便所横 田園調布４－４４－１１ 100袋 トイレ脇

19 調13 田園調布南公園 田園調布南３－８ 100袋 倉庫前 嶺町特別出張所

20 蒲1 西六郷三丁目公園 西六郷３－１６－１６ 85袋 六郷特別出張所

21 蒲2 矢口二丁目公園 矢口２－２１－３０ 66袋 矢口特別出張所　

22 蒲3 西蒲田公園 西蒲田８－６－１２ 88袋 蒲田西特別出張所　

23 蒲4 蒲田一丁目公園 蒲田１－７－２ 85袋 広場脇 蒲田東特別出張所

24 糀羽1 大森東四丁目第二児童公園 大森東４－２９－３ 60袋 広場脇 大森東特別出張所　

25 糀羽2 西糀谷さざんか公園 西糀谷２－１４－１４ 90袋 トイレ脇 糀谷特別出張所　

26 糀羽3 萩中公園 萩中３－２６－４６ 100袋 広場脇 羽田特別出張所　　

2514袋 2514袋

所在地
設置

土のう数量
特別出張所管内別

久が原１－１３－１ 300袋

上池台５－３３－２先 200袋

500袋

540袋

植栽地内

1400袋

田園調布特別出張所

                         令和２年度　大田区　土のう置場設置箇所一覧表　　    　               令和2年6月25日現在

地域基盤整備第二課

（糀谷・羽田）
250袋

雪谷特別出張所

鵜の木特別出張所

鵜の木特別出張所

地域基盤整備第一課

（大森）

設置場所

土のう保管場所（参考資料）

合　　計

合　　計

雪谷特別出張所　　

広場脇

道路植栽地内

地域基盤整備第一課

（調布）

広場脇

補助４４号線（事業用地内）

地域基盤整備第一課
(調布)

道々橋水防倉庫

所管課

324袋
地域基盤整備第二課

（蒲田）

 

 

土のう置場  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （西六郷三丁目公園）                   （田園調布特別出張所） 
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３ 除雪態勢 

（１）除雪本部の設置 

１）都市基盤整備部長は、次の場合に水防指揮本部に準じ、除雪本部を設置することが 

できる。 

①大雪警報が発令されたとき 

②道路上の積雪が概ね 15 ㎝以上となったとき 

③その他都市基盤整備部長が必要あると認めたとき 

（２）活動態勢及び分掌事務 

１）活動態勢 

  ①除雪業務分担内容 

   ＜除雪本部長＞  都市基盤整備部長 

   ＜構成員＞    水防指揮本部の組織を準用する。 

２）分掌事務 

部 分掌事務 

 

都市基盤整備部 

都市基盤管理課 

道路公園課 

建設工事課 

各地域基盤整備課 

（各地域基盤整備

事務所） 

１ 気象情報の収集・伝達に関すること。 

２ 除雪本部の事務に関すること。 

３ 除雪態勢に係る調整及び指示事項の伝達。 

４ 除雪態勢の配備職員及び各部活動状況の把握。 

５ 区民からの問い合わせに関すること。 

６ 区全体の除雪計画に関すること。 

７ 被害情報の収集・伝達に関すること。 

８ 関係防災機関との連絡調整に関すること。 

９ 協定団体及び土木関係委託業者等に対する協力要請に関すること。 

10 災害記録の整理・保管に関すること。 

11 防災危機管理課に対する被害情報等の報告に関すること。 

12 資機材の搬送に関すること。 

総務部 

防災危機管理課 

１ 気象情報の収集・伝達に関すること。 

２ 区民からの問い合わせに関すること。 

３ 防災無線の管理・運用に関すること。 

４ 区民安全安心メールの管理・運用に関すること。 

５ 無線通信の統制に関すること。 

６ 災害記録の整理・保管に関すること。 

まちづくり推進部 

都市計画課 

防災まちづくり課 

都市開発課 

建築調整課 

建築審査課 

１ 部内各課との協力及び関係部との連絡調整に関すること。 

２ 都市基盤整備部への支援に関すること。 

３ 所属職員の動員に関すること。 

企画経営部 

広聴広報課 

１ 区民への情報提供に関すること。 

２ マスコミ対応に関すること。 

３ ホームページに関すること。 

４ ツイッターに関すること。 

５ 水防指揮本部の指示に基づく災害記録の撮影。 

※施設等を所管又は、関係する所属は、上記の記載がない場合でも、施設及び利用する区民の  

安全を確保すること。 
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（３）除雪本部が設置される前の対応 

除雪本部が設置されない状況でも、道路、橋梁等の除雪作業が必要と都市基盤整備部長が判

断した場合は、道路施設等の管理者として除雪作業を実施する。 

 

（４）令和元年度出動状況 

№ 月 日 種 別 態勢（職員数） 被害状況 

１ 3月 29日（日） 降雪 
監視態勢 

4名 

被害なし 

大雪・風雪・波浪注意報 
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 台風 19 号接近前の 10月 8 日から、気象情報や区内河川の水位情報監視を開始するとともに適

時、庁内への情報提供を行いました。また、事前対策として、多摩川河川敷の仮設トイレやバッ

クネットの撤去、区民からの要望の多かった土のうの作製、配布等を実施しました。 

 災害対策本部設置後は、10 月 11 日から 14 日までの 4 日間に 158 名を動員し、関係機関と連携

しながら、排水活動や道路パトロールなど最大限の取り組みを行いました。 

 この台風に伴う大雨の影響で、多摩川の      

田園調布（上）水位観測所にて、過去最高 

水位「A.P.（基準水準面）+10.81 ｍ」に達 

しました。 

また、田園調布の一部の地域においては、 

600 世帯を超える浸水被害が発生し、多摩川 

河川敷ではグラウンド等の運動施設が冠水し 

たため、大きな被害が発生しました。 

  

 

 

 この台風による被害を教訓に、仲六郷水防資機材センター建設計画や排水ポンプ車等の水防資

機材の購入を進めるとともに、国や都、関係機関と連携し、水防体制の一層の強化を図っていき

ます。 

◆コラム◆   都市基盤整備部一丸となり対応 

～台風 19 号による豪雨災害対応～ 

【多摩川河川敷グラウンド被害状況】 

【排水ポンプ車】 

【資機材センター イメージ】（京浜島防災資機材センター） 


